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一

は
じ
め
に

　

本
資
料
は
福
岡
藩
に
お
け
る
浄
土
真
宗
西
派
の
触
頭
を
務
め
た
博
多
萬
行
寺
に

伝
来
し
た
資
料
で
あ
る
。
表
紙
に
は
「
寺
要
録
」
と
記
さ
れ
、
第
一
か
ら
第
三
ま

で
の
計
三
冊
が
残
さ
れ
て
い
る
。
今
回
は
「
寺
要
録　

第
（
１
）

一
」
の
翻
刻
を
掲
載
す

る
。「
寺
要
録
」
は
香
典
な
ど
の
反
古
紙
を
使
用
し
て
、
竪
帳
形
式
で
調
製
さ
れ

た
草
稿
で
あ
る
。
全
七
三
丁
。
法
量
は
二
四
・
五
×
一
五
・
五
。
作
成
年
代
は
嘉
永

六
年
（
一
八
五
三
）
三
月
、
作
成
者
は
萬
行
寺
第
十
八
世
住
職
の
龍
城
で
あ
る
。

一
、「
寺
要
録
」
の
編
纂
者

　

萬
行
寺
は
、
は
じ
め
普
賢
堂
町
に
草
庵
を
結
び
、
そ
の
後
馬
場
町
（
萬
行
寺
前

町
）
に
寺
を
建
立
、
の
ち
に
現
所
在
地
で
あ
る
祇
園
町
へ
移
転
し
た
。
三
世
理
善

の
代
、
天
文
二
十
三
年
（
一
五
五
四
）
に
證
如
上
人
よ
り
筑
前
国
の
触
頭
役
に
任

命
さ
れ
、
ま
た
初
代
福
岡
藩
主
黒
田
長
政
か
ら
は
、
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
五

世
正
海
の
代
に
触
頭
へ
任
命
さ
れ
て
お
（
２
）

り
、
福
岡
藩
の
真
宗
西
派
寺
院
三
〇
〇

余
ヵ
寺
を
統
括
す
る
触
頭
役
を
、
徳
栄
寺
・
光
専
寺
と
と
も
に
近
世
を
通
し
て
務

め
た
寺
院
で
あ
る
。

　

第
十
八
世
龍
城
は
、
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
五
月
に
福
岡
藩
へ
提
出
さ
れ
た

萬
行
寺
の
由
緒
書
の
（
３
）
控
、
第
十
七
世
曇
龍
の
項
に
「
実
子
正
徹
を
藝
よ
り
養
ふ
て

後
住
に
せ
ん
と
願
ふ
に
、
蒙　

御
免
事
ハ
今
文
政
三
庚
辰
四
月
三
十
日
」
と
あ

り
、
初
め
は
正
徹
と
名
乗
り
、
文
政
三
年
四
月
三
十
日
に
福
岡
藩
の
許
可
を
得

て
、
父
曇
龍
の
後
継
と
し
て
芸
州
か
ら
来
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
同
年
六
月

廿
四
日
付
島
田
主
膳
宛
の
書
簡
に
よ
る
と
、
幼
年
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
在
国

自
得
度
に
よ
る
得
度
を
受
け
た
こ
と
が
わ
か
（
４
）
る
。
住
職
へ
の
就
任
時
期
は
不
明
で

あ
る
が
、
曇
龍
が
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
七
月
二
十
八
日
付
で
隠
居
を
許
可
さ

れ
、
「
触
頭
加
談
役
」
に
任
命
さ
れ
て
い
（
５
）

る
た
め
、
そ
の
前
後
で
就
任
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

な
お
先
の
由
緒
書
控
に
は
、曇
龍
は
第
十
六
世
正
栄
が
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）

に
死
去
し
た
後
、
萬
行
寺
門
徒
の
懇
請
に
よ
り
、
文
政
元
年
に
芸
州
沼
田
郡
緑
井

村
専
蔵
坊
よ
り
転
任
、
萬
行
寺
の
住
職
と
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
（
６
）
る
。

博
多
萬
行
寺
所
蔵
「
寺
要
録
」
翻
刻

八　

嶋　

義　

之



二

二
、
編
纂
の
意
図
・
方
針

　
「
寺
要
録
」
編
纂
の
意
図
は
そ
の
序
文
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
古
い
記
録
は
存

在
す
る
も
纏
ま
っ
て
お
ら
ず
、「
人
の
事
ハ
可
調
、
我
事
は
暗
し
」
と
あ
る
よ
う

に
、
記
録
は
配
下
諸
寺
の
事
ば
か
り
で
、
萬
行
寺
自
体
に
つ
い
て
は
参
照
と
す
べ

き
も
の
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
当
時
寺
に
残
存
し
た
史
料
や
旧

記
・
申
し
伝
え
な
ど
を
集
め
る
の
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
寺
要
録
」
は
、
史
料
や
旧
記
を
転
写
す
る
に
と
ど
ま
る
場
合
も
多
い
が
、
一

方
で
典
拠
と
し
た
史
料
を
挙
げ
た
の
ち
、「
・・・
存
候
」、「
龍
城
按
ニ
・・・
」、「
十
八

主
曰
・
・
・
」
な
ど
、
龍
城
に
よ
る
意
見
・
疑
問
を
注
記
の
よ
う
に
記
し
た
箇
所

が
随
所
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
寺
要
録
」
編
纂
の
意
図
が
、
単
な
る
既

存
の
記
録
類
の
再
編
集
、
便
覧
化
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
萬
行
寺
に
関
わ
る
各

事
項
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
歴
史
を
再
構
築
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

内
容
に
つ
い
て
は
次
章
で
み
て
い
く
が
、「
寺
要
録
」
三
冊
は
記
載
さ
れ
る
内

容
が
す
べ
て
異
な
っ
て
い
る
。「
寺
要
録　

第
三
」
に
は
個
別
的
な
内
容
が
記
さ

れ
る
た
め
、「
清
書
之
節
ハ
い
ろ
は
分
ケ
ニ
可
致
事
」
と
そ
の
編
纂
方
針
が
示
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
続
け
て
「
見
易
キ
様
ニ
候
事
」
と
あ
る
の
は
、
他
巻
に
も
共
通

す
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
草
稿
で
あ
る
た
め
各
文
書
の
引
用
や
補
注
の
や
り
方
に

差
異
が
あ
り
、
そ
れ
を
統
一
す
る
目
的
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

名
称
に
つ
い
て
は
、「
寺
要
録　

第
一
」
の
表
紙
に
「
寺
要
考〻
録
」、
序
文
の
後

に
記
さ
れ
る
内
題
で
は
「
万〻
行〻
寺
要
録〻
考〻
録
」
と
訂
正
が
加
え
ら
れ
、
推
敲
の
跡

が
見
え
る
。
序
文
に
「
博
多
年
行
司
ニ
近
来
津
要
録
出
来
候
間
、
右
へ
準
し
て
此

書
を
作
ル
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
寺
要
録
」
の
名
称
は
、
博
多
年
行
司
の
記
録

で
あ
る
「
博
多
津
要
録
」（
以
下
「
津
要
録
」）
に
ち
な
ん
で
命
名
さ
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

　

余
談
に
な
る
が
、「
寺
要
録
」
に
は
「
津
要
録
」
に
関
す
る
記
述
が
若
干
含
ま

れ
て
お
り
、
こ
こ
で
少
し
指
摘
を
し
て
お
き
た
い
。

　
「
津
要
録
」
は
萬
行
寺
と
同
じ
く
博
多
に
あ
る
櫛
田
神
社
に
所
蔵
さ
れ
、
す
で

に
翻
刻
・
出
版
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
解
説
に
お
い
て
編
者
、
成
立
や
伝
来
に

つ
い
て
詳
細
な
検
討
が
行
わ
れ
て
い
（
７
）

る
。
編
者
は
博
多
川
端
町
の
年
行
司
原
田
安

信
、
記
述
の
年
代
は
巻
之
一
を
欠
く
た
め
開
始
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
宝
暦
九
年

（
一
七
五
九
）
を
も
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
寺
要
録　

第
（
８
）

三
」
に
は
、

「
津
要
録
」
の
宝
暦
九
年
以
降
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
が
あ
る
。

○
津
要
録
と
申
ハ
、
根
元
年
行
司
役
所
ニ
在
之
秘
録
也
、
是
ハ
川
端
町
万
屋

伊
平
次
之
祖
父
、
古
キ
反
古
ゟ
見〻
付〻
清
書
致
置
候
も
の
ニ
候
由
、
釜
屋
半
平

ゟ
十
八
主
承
り
申
候
、
近
来
之
博
多
津
之
要
用
ハ
、
追
々
只
今
之
年
行
司
後

見
伊
藤
久
右
衛
門
ゟ
申
付
、
調
ニ
相
成
居
候
由　

　

こ
の
記
述
か
ら
、
釜
屋
半
平
か
ら
入
手
し
た
情
報
で
あ
る
が
「
津
要
録
」
が
年

行
司
役
所
に
収
め
ら
れ
て
い
た
記
録
で
、
川
端
町
の
万
屋
伊
平
次
の
祖
父
が
編
集

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
祖
父
が
原
田
安
信
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
記
述
年
代

に
つ
い
て
は
、
宝
暦
九
年
か
ら
九
十
年
以
上
経
過
し
た
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）

に
作
成
さ
れ
た
「
寺
要
録　

第
一
」
の
序
文
で
「
近
来
津
要
録
出
来
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
宝
暦
九
年
以
降
も
引
き
続
き
編
纂
が
行
わ
れ
、
嘉
永
に
近
い
あ
る
段
階



三

で
一
応
の
完
成
を
み
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
記
述
か
ら
は
、
嘉
永
頃
に

年
行
司
後
見
伊
藤
久
右
衛
門
の
指
揮
の
下
「
津
要
録
」
を
継
ぐ
と
考
え
ら
れ
る
記

録
が
編
纂
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
寺
要
録
」
の
記
述
は
、「
津
要
録
」
の
記
述
が
宝
暦
九
年
で
終

わ
ら
ず
、
そ
の
後
も
継
続
的
に
編
纂
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
様
子
を
う
か
が
わ
せ

て
い
る
。

三
、「
寺
要
録
」
の
記
載
内
容

　
「
寺
要
録
」
の
各
巻
に
記
載
さ
れ
る
内
容
は
【
表
】
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
巻

は
福
岡
藩
に
お
け
る
御
礼
式
と
寺
地
に
関
す
る
事
項
、
第
二
巻
は
大
判
、
つ
ま
り

宗
門
改
に
つ
い
て
、
第
三
巻
は
萬
行
寺
が
関
わ
る
個
別
的
な
事
項
に
つ
い
て
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
る
内
容
は
、
巻
に
よ
っ
て
そ
の
性
格
が
大
き

く
異
な
っ
て
い
る
。

　

三
巻
の
記
載
の
順
番
は
、
お
そ
ら
く
萬
行
寺
に
と
っ
て
の
重
要
度
が
考
慮
さ

れ
、
決
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
巻
の
表
紙
に
は
、
御
礼
式
、
寺
地

坪
数
と
並
ん
で
「
大
判
一
件
」
が
記
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
削
除
さ
れ
第
二
巻

と
し
て
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
た
理
由
は
、
宗
門
改
の
内
容
と
し
て
記
載
す
る
事
項

が
非
常
に
多
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
寺
要
録
」
の
編
纂
目
的
が
「
我
事
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
れ

ば
、
萬
行
寺
の
由
緒
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
疑
問
と
し
て
あ
が
る
が
、
こ
れ

は
意
図
的
に
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

萬
行
寺
は
、
藩
命
に
よ
り
「
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
」
の
編
纂
を
担
当
し
た
青

柳
種
信
に
対
し
て
、
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
三
月
二
十
二
日
付
で
曇
龍
が
編
纂

し
た
由
緒
書
を
提
出
し
て
お
り
、
そ
の
後
加
筆
・
修
正
が
な
さ
れ
、
同
年
五
月
に

再
提
出
が
行
わ
れ
て
い
（
９
）
る
。
そ
の
内
容
は
開
基
空
性
か
ら
曇
龍
ま
で
の
歴
代
住
職

の
履
歴
、
末
寺
、
寺
領
、
寺
宝
な
ど
の
詳
細
な
書
き
上
げ
で
あ
る
。

　

ま
た
、
本
山
へ
も
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
八
月
と
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）

に
龍
城
が
編
纂
し
た
由
緒
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
天
保
五
年
提
出
分
は
、
開
基

空
性
か
ら
五
世
正
海
ま
で
の
履
歴
と
寺
宝
・
所
蔵
文
書
類
の
紹
介
、
触
頭
濫
觴
の

事
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
安
政
四
年
提
出
分
は
開
基
空
性
か
ら
五
性
正
海
ま
で

の
履
歴
が
記
さ
れ
、
特
に
正
海
の
働
き
に
よ
っ
て
筑
前
国
内
の
真
宗
が
西
派
へ
統

一
さ
れ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

青
柳
種
信
へ
提
出
さ
れ
た
由
緒
書
は
、
萬
行
寺
の
創
建
か
ら
の
由
緒
お
よ
び
寺

領
や
寺
宝
に
至
る
ま
で
を
網
羅
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
が
、
本

山
へ
提
出
さ
れ
た
由
緒
書
は
「
九
州
御
末
寺
一
統
身
分
不
慥
之
儀
も
有
之
、
御
取

締
り
と
し
て
・
・
・（
中
略
）・
・
・
当
寺
由
緒
幷
触
頭
濫
觴
共
書
認
可
差
出
旨
被

仰
渡
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
山
や
福
岡
藩
領
内
に
お
け
る
萬
行
寺
の
立
場
や
そ
れ

が
確
立
し
た
由
来
を
確
認
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
た
め
、
福
岡
藩
、
本
山
両

方
か
ら
触
頭
に
任
命
さ
れ
た
時
の
住
職
を
務
め
て
い
た
五
世
正
海
ま
で
の
履
歴
で

記
述
が
留
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
嘉
永
六
年
の
「
寺
要
録
」
編
纂
に
至
る
ま
で
に
萬
行
寺
で
は

福
岡
藩
や
本
山
の
求
め
に
応
じ
て
、
性
格
の
異
な
る
由
緒
書
を
作
成
・
提
出
し
て

い
る
。
そ
の
提
出
先
に
よ
っ
て
多
少
性
格
を
異
に
す
る
と
し
て
も
、
由
緒
書
を
受

理
し
た
藩
や
本
山
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
は
正
式
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ

の
た
め
、
記
載
の
内
容
は
、
藩
や
本
山
が
認
め
る
萬
行
寺
の
「
正
式
」
な
歴
史
と

（
１０
）

（
１１
）



四

し
て
機
能
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
「
寺
要
録　

第
一
」
の
序
文
に
あ
る
よ
う
に
「
我
事
に
暗
し
」
と
い
う
状
況
を

解
消
す
る
た
め
に
参
照
と
す
べ
き
も
の
を
編
纂
す
る
こ
と
に
目
的
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
編
者
の
龍
城
と
し
て
は
、
す
で
に
参
照
す
べ
き
「
正
式
」
な
記
録
と
し
て
完

成
し
て
い
る
由
緒
書
か
ら
、
そ
の
内
容
を
改
め
て
「
寺
要
録
」
に
収
載
す
る
必
要

性
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

四
、
編
纂
の
た
め
の
典
拠
資
料

　
「
寺
要
録
」
編
纂
に
お
け
る
基
本
的
な
典
拠
資
料
と
し
て
、
歴
代
住
職
が
記
し

た
「
由
緒
記
」
を
多
く
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
【
表
】
を
確
認
す
る
と
、

萬
行
寺
内
で
作
成
さ
れ
た
他
の
各
記
録
に
加
え
、
達
書
や
触
書
な
ど
の
書
類
が
見

ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
萬
行
寺
外
の
史
料
と
し
て
「
石
城
誌
」、「
博
多
名
所
図
会
」、

「
貝
原
風
土
記
」（
筑
前
国
続
風
土
記
）、「
博
多
細
伝
記
」
と
い
っ
た
地
誌
類
や
、

「
信
長
記
拾
遺
」、
妙
行
寺
所
蔵
文
書
な
ど
の
史
料
、
博
多
町
人
か
ら
の
聞
き
書
き

と
い
っ
た
多
く
の
史
料
が
そ
の
典
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
寺
要
録　

第
三
」
に
は
、「
博
多
古
文
志
」、「
同
古
文
紀
」、「
同
古
典
記
」、「
博

多
記
」、「
石
城
誌
」、「
津
要
録
」、「
櫛
田
記
」、「
博
多
財
（
細
）傳
記
」、「
風
土
記
」
が

列
挙
さ
れ
、
そ
の
後
に
「
十
八
主
ノ
曰
、
右
ハ
当
寺
之
事
も
右
之
書
江
書
加
可
有

之
哉
と
被
存
」
と
あ
る
。
ま
た
「
細
傳
記
」
に
つ
い
て
は
「
只
今
之
書
林
掛
町
次

助
江
致
所
持
候
二
付
、
十
八
世
龍
城
借
受
ケ
見
候
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
龍
城
が

実
見
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
列
挙
さ
れ
た
も
の
の
中
に
は
【
表
】
の
典
拠
に

挙
が
る
史
料
と
重
な
る
も
の
が
あ
り
、
龍
城
が
閲
覧
し
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
列
挙
さ
れ
た
史
料
に
つ
い
て
、【
表
】
の
典
拠
と
重

な
ら
な
い
史
料
に
つ
い
て
も
、
龍
城
が
実
際
に
閲
覧
し
た
可
能
性
は
高
い
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　
「
寺
要
録
」
は
、
萬
行
寺
に
関
す
る
各
事
項
を
寺
内
に
残
存
す
る
史
料
を
典
拠

の
中
心
に
使
用
し
な
が
ら
寺
の
記
録
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
が
、
一
方
で
博
多
津
中

に
存
在
し
た
各
種
史
料
も
併
せ
て
参
照
さ
れ
、
博
多
に
関
連
す
る
記
述
が
多
数
含

ま
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
博
多
に
存
在
す
る
一
寺
院
と
し
て
の
記
録
に
と
ど
ま
ら

な
い
、
博
多
を
理
解
す
る
た
め
の
記
録
と
し
て
の
性
格
も
併
せ
持
っ
て
お
り
、
貴

重
な
史
料
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

紙
幅
の
関
係
上
三
冊
す
べ
て
を
翻
刻
・
掲
載
す
る
こ
と
が
叶
わ
ず
、
今
回
は
一

冊
分
の
掲
載
に
留
め
た
が
、
残
り
二
冊
に
つ
い
て
も
今
後
随
時
翻
刻
を
行
い
、
紹

介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

【
註
】

（
１
）「
寺
要
録　

第
一
」（
萬
行
寺
資
料
三
八
一
六
、
萬
行
寺
蔵
）

（
２
）「
御
尋
ニ
付
申
上
由
緒
書
」（
萬
行
寺
資
料
三
九
〇
五
、
萬
行
寺
蔵
）

（
３
）「
寺
記
草
稿
」（
萬
行
寺
資
料
二
六
六
、
萬
行
寺
蔵
）

（
４
）
星
野
元
貞
編
『
筑
前
国
諸
記
』（
同
朋
出
版
、一
九
九
三
年
）
二
〇
三
、二
〇
四
頁
。

（
５
）（
４
）
三
五
五
頁
。
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（
６
）
曇
龍
の
事
績
に
つ
い
て
は
、
鷺
山
智
英
他
「
博
多
萬
行
寺
所
蔵
『
龍
華
門
標
』、

『
龍
華
札
規
』、『
龍
華
門
條
』
翻
刻
」（『
人
間
文
化
研
究
所
年
報
』
第
二
十
九
号
、

筑
紫
女
学
園
大
学
人
間
文
化
研
究
所
、
二
〇
一
八
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
７
）
秀
村
選
三
他
校
註
『
博
多
津
要
録
』
第
一
巻
（
西
日
本
文
化
協
会
、一
九
七
五
年
）

（
８
）「
寺
要
録　

第
三
」（
萬
行
寺
資
料
三
八
一
八
、
萬
行
寺
蔵
）

（
９
）
藩
に
提
出
さ
れ
た
も
の
の
控
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
も
編
集
過
程
が
う
か
が
え
る

草
稿
で
あ
る
。
三
月
提
出
分
は
「
続
風
土
記
拾
遺
御
用
ニ
付
萬
行
寺
書
上
草
稿

一
巻
」（
萬
行
寺
資
料
二
六
五
、
萬
行
寺
蔵
）、
五
月
再
提
出
分
は
「
寺
記
草
稿
」

（
萬
行
寺
資
料
二
六
六
、
萬
行
寺
蔵
）。「
寺
記
草
稿
」
に
つ
い
て
は
、『
新
修 

福

岡
市
史 

資
料
編
近
世
３ 

町
と
寺
社
』（
福
岡
市
、
二
〇
一
八
年
）
に
翻
刻
・
掲

載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
参
照
の
こ
と
。

（
10
）
天
保
十
五
年
提
出
分
は
「
御
尋
ニ
付
申
上
由
緒
書
」（
萬
行
寺
資
料
三
九
〇
五
、

萬
行
寺
蔵
）、
安
政
四
年
提
出
分
は
「
萬
行
寺
由
緒
略
」（
萬
行
寺
資
料

三
九
〇
六
、
萬
行
寺
蔵
）。
藩
へ
の
提
出
分
と
異
な
り
、
加
筆
・
修
正
の
跡
は

な
く
本
山
へ
提
出
さ
れ
た
も
の
の
控
と
考
え
ら
れ
る
。「
御
尋
ニ
付
申
上
由
緒

書
」
は
福
岡
市
文
化
財
叢
書
第
四
集
『
福
岡
市
内
寺
社
資
料
調
査
報
告
書
一　

浄
土
真
宗
萬
行
寺
資
料
・
浄
土
真
宗
光
専
寺
資
料
』（
福
岡
市
教
育
委
員
会
、

二
〇
一
五
年
）
に
翻
刻
・
掲
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
参
照
の
こ
と
。

（
11
）「
御
尋
ニ
付
申
上
由
緒
書
」（
萬
行
寺
資
料
三
九
〇
五
、
萬
行
寺
蔵
）

　

末
筆
と
な
り
ま
し
た
が
、
資
料
の
調
査
・
研
究
に
あ
た
っ
て
、
萬
行
寺
の
住
職
・

副
住
職
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を
得
た
こ
と
に
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

【
凡
例
】

一
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
た
が
、
人
名
・
地
名
に
つ
い
て
は
原
史
料
で

正
字
の
使
用
が
明
ら
か
な
場
合
、
正
字
を
用
い
た
。

一
、
適
宜
、
読
点
「 

、」、
並
列
点
「
・
」、
校
訂
者
の
注
（　
　

）
を
付
し
た
。

一
、
繰
り
返
し
記
号
は
、
漢
字
は
「
々
」、
平
仮
名
は
「
ゝ
」、
片
仮
名
は
「
ヽ
」

を
用
い
た
。

一
、
虫
損
や
破
損
に
よ
る
欠
損
は
字
数
が
判
別
で
き
る
も
の
は
□
、
で
き
な
い
も

の
は[　
　
　
　

]

で
示
し
た
。

一
、
塗
抹
や
重
書
な
ど
に
よ
り
判
読
が
で
き
な
い
文
字
は
■
で
示
し
た
。
な
お
史

料
の
性
格
上
、
塗
抹
が
多
く
存
在
す
る
た
め
、
適
宜
見
せ
消
し
「
〻
」
を
付

し
た
り
、
多
量
な
場
合
は
「　
　

」
で
括
り
、（
以
下
塗
抹
）
な
ど
の
傍
注

を
付
し
た
。
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【
翻
刻
】「
寺
要
録
　
第
一
」

　
　
　
　
　
序

　
当
山
古
記
雖
有
治
乱
多
是
配
下
法
中
之
事
耳
、
於
当
山
之
可
　レ

記
之
条
或
ハ
却

　
テ
无
之
、「（
朱
筆
）
人
の
事
ハ
可
調
、
我
事
ハ
暗
し
」今
反
古
之
仲
ゟ
古
紙
有
ヲ
見
出
し
、

　
又
ハ
旧
記
申
伝
を
一
緒
ニ
集
メ
寺
要
録
ト
ス
、
博
多
年
行
司
ニ
近
来
津
要
録
出

　
来
候
間
、
右
へ
準
し
て
此
書
を
作
ル

　
　
　
　
　
　
考〻

　
　
万〻
行〻
寺
要
録〻
録
　
　
完〻
　
　
第
一
　
　

　
　
　
　
　「
（
朱
筆
）六
」
癸
丑
壬〻
子〻

　
　
　
　
嘉
永
五
癸〻
丑〻
年
三
月

　
　
　
　
十〻〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

八
世
龍
城
編
艸

　
　
　
　
　
　
　
万
行
十
八
世
釈
龍
城
編〻「（
朱
筆
）
艸
」

○
御
礼
式
之
事

　
安
永
二
癸
巳
年
三
月
正
清
師
ヨ
リ
御
国
法
江
被
差
出
候
当
寺
由
緒
記
曰

　
年
始
御
礼
分
明
ニ
相
知
不
申
候
得
共
、
元
和
年
中
ゟ
万
治
之
頃
迄
独
礼
被
　
仰

　
付
由
伝
承
候
、
其
已
来
御
礼
寺
格
唯
今
之
通
ニ
御
座
候
、
文

　
又
、
一〻
書〻
由
緒
記
御
国
方
江
被
差
出
候
分
ニ
曰

　
　
但
、
十
四
世
正
清
師
の
代
、
年
号
不
分

　
　
正
清
師
ハ
寛
延
三
年
出
生
、
天
明
七
ニ
死
去
、
住
職
ハ
十
三
年
、
十
四
歳
ニ

　
　
て
被
仰
付
、
然
ハ
現
住
正
清
と
右
由
緒
記
之
末
ニ
認
有
之
候
ニ
付
、
宝
暦
十

　
　
三
ゟ
明
和
、
安
永
、
天
明
七
迄
之
事
と
相
見
候

　
　
御
国
法
御
触
書
を
吟
味
致
候
へ
ハ
、
由
緒
認
差
出
方
被
仰
付
候
年
月
大
体
相

　
　
分
り
可
申
間
、
夫
を
以
此
由
緒
書
之
出
テ
候
年
月
相
考
可
申
事

　
　
但
、
十
三
世
正
賛
明
和
八
辛
卯
年
六
月
十
六
日
死
去
と
右
由
緒
記
ニ
有
之
ニ

　
　
付
、
明
和
已
後
と
相
見
候
事

「（
頭
注
）
補
、
寛
政
二
戌
九
月
二
日
加
藤
虞
山
風
土
記
ノ
儀
の
御
触
状
在
之
、
可
考
」

　
一
年
始
御
礼

　
　
第
五
代
正
海
代
ゟ
第
十
世
正
賛
迄
独
礼
被
　
仰
付
、
其
已
後
之
儀
は
記
録
分

　
　
明
ニ
無
御
座
候
」
文

〇
又
由
緒
記
曰
　
十〻
〻
〻
四
世
現
住
正
清
師
ト
有
之
、
此
間
正
清
師
之
代
御
尋
ニ
付
申
上
候
分

但
、
年
号
相
分
不
申

　
一
年
始
御
礼
■

　
　
第
五
世
正
海
代
ゟ
第
十
世
正
讃〻
賛
迄
独
礼
被
　
仰
付
、
其
已
後
之
儀
ハ
記
録

　
　
ニ
分
明
ニ
無
御
座
候
」文

〇
又
由
緒
記
曰
　
十
七
世
曇
龍
代
御
尋
ニ
付
申〻

〻
〻
上
分
御
国
法
江
申
出
分
、
但
文
政
三
年
青
柳
勝
次
江

　
　
　
　
　
　
　
出
分
、
但
其
後
文
政
九
年
又
々
書
加
、
清
書
之
上
同
人
江
差
出
ニ
相
成
候
事
、
文

　
　
　
　
　
　
　
政
三
年
之
分
ハ
被
引
キ
下
候
事

　
一
年
頭
御
礼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
古
来
相
勤
来
候

　
　
但
、
五
代
正
海
ゟ
十
代
正
賛
迄
ハ
依
　
御

（
平
出
）
命
独
礼
勤
来
候
、
其
後
之
処
分
明

　
　
ニ
無
之
由
伝
へ
申
候
」文



七

〇
万
行
寺
由
緒
記
曰
　
天
保
六
年
未
十
二
月
町
奉
行
建
部
孫
左
衛
門
殿
江
出
候
、
十
七
世
曇
龍
代

但
此
分
風
土
記
御
用
ニ
ハ
無
之
、
此
時
寸
志
銀
の
賞
誉
ニ
て
御
礼
式
被
　

仰
付
旨
内
分
建
部
氏
噂
ニ
付
、
触
頭
三
ヶ
寺
共
々
書
出
候
分

　
一
拙
寺
儀
ハ
第
五
世
正
海
代
ゟ
第
十
世
正
讃
（
賛
）迄
依
　
御
命
独
礼
相
勤
申
候
、
尤

　
　
其
後
只
今
之
通
相
勤
申
候
趣
十
四
世
正
清
代
御
尋
ニ
付
申
上
候
、
年
代
は〻
安

　
　
永
二
癸
巳
年
三
月
之
事
と
相
見
へ
申
候
、
私
代
々
至
候
て
ハ
文
政
三
庚
辰
三

　
　
月
廿
二
日
之
蒙
御
尋
同
様
ニ
申
上
仕
候
」文

　
　
〇
「（
朱
筆
）
伊
丹
ハ
天
保
五
甲
午
三
月
三
日
御
触
ニ
て
寺
社
引
切
受
持
、
同
年（マ
マ
）八丁

　
　
　
　
酉
六
月
五
日
裏
判
へ
転
役
也
」

〇
天
保
六
未
十
二
月
廿
八
日
、
寺
社
奉
行
伊
丹
九
郎
左
衛
門
殿
ゟ
呼
出
之
上
左
之

　
御
書
付
相
渡
、
則
弐
人
礼
ニ
被
　
仰
付
、
且
又
寺
内
絹
帯
御
免
之
事
、
但
翌
天

　
保
七
申
年
正
月
四
日
万
行
・
徳
栄
一
組
、
光
専
・
妙
行
一
組
ニ
て
御
礼
申
上
候

　
事

　
此
御
書
付
触
頭
東
西
四
ヶ
寺
い
つ
れ
も
同
様
之
事「（
以
下
塗
抹
）

同
様
之
事
、
但
し
其
後
右

　
弐
人
礼
ニ
付
諸
宗
ゟ
故
障
申
立
御
取
上
ヶ
ニ
相
成
御
事
候
、
右
御
書
付
四
ヶ
寺

　
共
ニ
御
上
江
相
納
畢
、
其
節
触
頭
四
ヶ
寺
共
ニ
古
銅
香
爐
拝
領
、
諸〻
寺
内
幷
女

　
子
絹
帯
は
、
万
行
当
住
龍
城
、
徳
栄
当
住
義
圓
、
光
専
当
住
義
謙
、
妙
行
当
住

　
湛
瀛
、
右
一
代
限
り
御
免
之
事
、
時
は
且
又
天
保
七
申
正
月
四
日
順〻
御
礼
之
節

　
頂
戴
之
所
ハ
四
ヶ
寺
之
内
置
付
御
熨
斗
ニ
候
事
」

　
右
御
書
付
写
左
之
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
万
行
寺

　
触
頭
役
寺
被
　
仰

（
平
出
）
付
置
候
処
出
精
相
勤
、
触
下
宰
判
筋
行
届
、
此
節
一
派
申
合

　
寺
々
ゟ
寸
志
銀
之
儀
申
出
、
自
身
ニ
も
指
出
、
志
を
相
立
候
段
彼
是
達
御
聴
候
、

　
依
之
以
来
年
始
御
礼
御
広
間
上
之
御
間
ニ
を
い
て
被
為
　
請

（
平
出
）
候
、
且
又
坊
主
幷

　
女
子
共
他
行
之
節
絹
帯
御
免
被
成
候
、
委
細
は
寺
社
方
よ
り
可
相
達
候
事

　
　
　
　
未
十
二
月

　
　
但
シ
、
五
ヶ
寺
幷
独
礼
十
六
ヶ
寺
相
済
、
神
職
六
人
相
済
、
其
次
万
行
・
徳

　
　
栄
・
光
専
・
妙
行
御
広
間
上
之
間
ニ
て
二
人
ツ
ヽ
御
礼
申
上
ル
、
熨
斗
蚫
ヒ

　
　
置
付
頂
戴
、
尤
　
殿

（
平
出
）

様
御
弓
之
間
ニ
御
出
座
、
夫
ゟ
惣
礼
之
寺
社
御
広
間
・

　
　
二
之
間
ニ
て
御
礼
申
上
、
委
細
ハ
年
始
御
礼
一
件
之
記
ニ
有
之「（
以
下
塗
抹
）

第
一
櫛
田

　
　
宮
社
家
祝
部
陸
奥
守
、
同
但
馬
、
夫
ゟ
春
吉
専
立
寺
、
志
摩
蓮
照
寺
、
上
座

　
　
郡
萬
徳
寺
、
右
三
ヶ
寺
一
同
御
礼
申
上
ル
、
夫
よ
り
天
台
宗
直
方
雙
林
院
ゟ

　
　
時
宗
触
頭
称
名
寺
迄
先
例
之
通
御
礼
、
引
続
キ
此
次
ニ
て
上
座
長
念
寺
、
夫

　
　
ゟ
福
岡
真
福
寺
よ
り
妙〻

〻
〻
静
寺
谷
村
長
栄
寺
迄
、
夫
よ
り
上
座
勧
林
田

正
寺
、
西
若
市

宗

　
　
寺
、
順
姪
之
濱光
寺
、
専
桜
井

光
寺
、
法
沼
口

蓮
寺
、
西
福
井

念
寺
、
正
下
西
郷蓮
寺
、
光
志
波

宗
寺
、
品
三
奈
木照
寺
、

　
　
真
飯
場

教
寺
、
法
今
津

教
寺
、
建
久
喜
宮立
寺
、
光
下
境

福
寺
、
夫
ゟ
真
宗
東
シ
善
福
岡

龍
寺
、
西
博
多

教
寺
、

　
　
蓮
福
岡

正
寺
、
圓
同

徳
寺
、
浄
同

慶
寺
、
専
下
村

性
寺
、
豊
伊
野

丹
生
日
向
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
以
下
先
規
之
通
御
礼
申
上
候
事

　
　
　
右
之
内
専
立
寺
、
蓮
照
寺
、
萬
徳
寺
、
右
三
ヶ
寺
ハ
天
保
六
未
冬
御
賞
誉

　
　
　
ニ
付
彼
所
ニ
お
ゐ
て
御
礼
申
上
ル
、
其
余
云
々
御
礼
式
」

一
其
後
諸
宗
ゟ
真〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

宗
は
ウ
ハ
ソ
ク
同
様
、
又〻

〻
〻
〻

は
清
僧
・
肉〻

〻
〻
〻
〻

僧
之
次
第
清
僧
・
濁
僧

　
之
次
第
、
且
は
於
真
宗
ハ
優
婆
塞
同
様
抔
申〻
立〻
、
開
宗
前
後
之
次
第
、
又
ハ
右

　
三
ヶ
条
等
ヲ
以
故
障
申
立
、
清
僧
は
肉
僧
を
下
ニ
可
相
下
ル
訳
ケ
ニ
無
之
、
已

　
前
之
通
不
被
仰
付
候
ハ
ヽ
本
山
々
々
江
可
申
出
旨
、
寺
社
役
伊
丹
九
郎
左
衛
門

　
江
申
出
、
伊
丹
ゟ
も
諸
宗
本
山
ゟ
彼
是
申
来
候
ハ
ヽ
如
何
可
致
哉
、
奉
行
職〻
役

　
難
渋
之
旨
横
折
御
家
老
衆
江
差
出
、
夫
ゟ
真
宗
ゟ
第
一
色〻
〻々
本〻
山〻
初〻
メ〻
関
東
始



八

　
メ
諸
国
ニ
て
御
礼
式
真
宗
上
座
之
例
ヲ
書
立
、
町
奉
行
建
部
孫
左
衛
門
手
筋
ヲ

　
以
御
家
老
衆
江
内
々
申
出
候
得
共
、
御
詮
儀
之
上
左
之
通
被
　
仰

（
平
出
）
付
候
事
、
則

　
万
行
龍
城
、
徳
栄
義
圓
、
光
専
義
謙
、
妙
行
湛
瀛
、
各
一
代
限
寺
内
絹
帯
御
免

　
御
礼
式
ハ
已〻〻

〻
〻
前
之
古
来
之
惣
礼
ニ
相
成
候
事
、
于
時
天
保
十
年
亥
十
二
月
廿
四

　
日
寺
社
役
木
山
平
助
・
三
好
市
大
夫
ゟ
被
相
達
候
事
、
左
之
通

　
　
　
　
　
達
書
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
真
宗
東
西
派
触
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
万
行
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
栄
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
光
専
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妙
行
寺

　
御
救
方
御
仕
法
御
取
止
メ
ニ
相
成
候
ニ
付
、
郡
町
浦
々
之
者
共
ゟ
差
上
候
永
納

　
銀
差
上
切
ニ
被
　
仰
付
、
御
賞
誉
之
簾
々
被
　
召
上
候
、
右
ニ
付
東
西
真
宗
之

　
寺
々
ゟ
差
上
候
寸
志
銀
も
右
ニ
準
儀
ニ
候
得
と
も
、
出
家
之
上
殊
ニ
無
禄
之
輩

　
別
て
難
渋
も
可
致
候
間
、
格
別
之
御
詮
儀
を
以
寸
志
銀
此
節
一
同
ニ
御
差
返
被

　
成
候
、
依
之
御
賞
誉
之
簾
々
も
勿
論
不
被
及
御
沙
汰
儀
ニ
候
得
共
、
一
旦
志
を

　
相
立
御
用
達
い
た
し
候
儀
ニ
て
、
坊
主〻
守
始
メ
女
子
共
他
行
之
節
絹
帯
着
用
致

　
候
儀
其
方
一
代
是
迄
之
通
被
　
仰
付
候
、
尤
年
始
御
礼
席
は
最
前
之
通
被
相
改

　
候
ニ
付
、
被
相
渡
置
候
御
書
附
は
返
上
可
被
致
候
事

　
　
　
　
十
二
月

　
右
之
通
被
相
達
四
ヶ
寺
一
同
其
席
を
退
候
間
、
其
次
直
ニ
触
頭
三
ヶ
寺
計
り
又

　
々
本
之
席
に
呼
出
能〻
被
相
達
候

　
　
　
　
　
達
書
之
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
真
宗
触
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
万
行
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
龍
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
栄
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
義
圓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
光
専
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
義
謙

　
御
救
方
御
仕
法
御
取
止
メ
相
成
候
ニ
付
、
差
出
置
候
寸
志
銀
高
此
節
一
同
御
差

　
返
被
成
候
条
、
御
賞
誉
之
簾
々
被
相
改
メ
候
段
は
只
今
相
達
通
ニ
候
、
乍
然
最

　
前
志
を
相
立
候
段
寄
特
之
至
候
ニ
付
、
格
別
ヲ
以
御
香
爐
被
下
候
事

　
　
　
　
十
二
月

　
　
右
之
通
被
相
達
御
香
爐
左
之
通
頂
裁
（
戴
）

　
万
行
寺
江
古
銅
雁
、
徳
栄
寺
江
同
鴛
鴦
、
光
専
寺
江
鷺
名
箱
入

　
　
右
相
済
其
次
ニ
妙
行
寺
江
は
同
様
達
、
同
寺
江
は
古
銅
花
入
頂
戴
之
事

一
其
後
ハ
古
来
之
通
惣
礼
ニ
て
御
礼
申
上
来
候

○
寺
社
附
役
野
崎
曽
七
被
申
候
、
正
徳
五
年
已
後
之
事
役
所
類
焼
ニ
て
帳
面
無
之

　
候
得
は
記
録
相
分
り
不
申
候
、
御
上
之
旧
記
ニ
て
は
相
分
り
不
申
候
哉
、
御
祐

　
筆
方
へ
御
願
御
詮
儀
可
然
候
、
云
々

一
先
住
曇
龍
之〻
曰
、
十
四
世
正
清
安
永
二
年
巳
三
月
申
出
之
内
、
御
礼
之
儀
元
和

　
年
中
ゟ
万
治
之
比
迄
独
礼
被
　
仰
付
由
申
出
有
之
、
ま〻

〻
〻
〻

た
同
代
又
其
後
正
清
又

　
々
申
出
一〻
札〻
之
内
ニ
は
、
代〻
五
世
正
海
よ
り
十
世
正
賛
迄
独
礼
被
仰
付
等
と
有

　
之
、
此
中
後
之
儀
を
宜〻
〻
〻
〻

シ
と
ス
正
ト
ス
、
元
和
元
年
ゟ
万
治
三
年
ま
て
は
わ〻
ず〻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
コ
ト
取

　
か〻
に〻
僅
ニ
四
十
六
年
也
、
且
此
年
号
代〻
第
六
世
西
念
之
時
ニ
当
ル
、
西
念
は
天

　
調
子
可
申
、
間
違
と
存
候

　
正
十
七
年
出
生
、
元
禄
四
年
死
去
、
百
三
歳
ニ
な
ら
れ
候
、
元
和
・
万
治
此
間

　
な
れ
は
独
礼
之
義
何
ぞ
壱
人
ニ
始
て
壱
人
ニ
お〻
を
わ
ら
ん
や
、
そ
れ
は
正
清
之



九

　
二
義
之
中
後
之
説
を
吉〻
好
シ
ト
ス
、
正
海
子〻
は〻
師
ハ
当
山
之
中
起〻
興
長
政
公
ニ

　
親
し
等〻
ト〻
、
正
賛
師
は
勢
ひ
国
君
に
接
す
等
と
云
云

「（
貼
紙
）

真
宗
一
派
格
別
之
勤
功
ニ
付
御
礼
席
被
　
仰
付
置
候
処
、
彼
是
被
申
出
候
段
甚

　
不
相
済
候
、
乍
然
追
て
被
申
達
も
候
事

　
　
　
右
亥
十
二
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
諸
衆
法
中
江

　
　
法
蓮
池

照
（
性
）寺

　
龍
宮
寺
　
称
名
寺
　
千
眼
寺
　
安
国
寺
　
金
龍
寺
　
極
楽
寺
」

　「（
以
下
塗
抹
）

［（
貼
紙
下
の
た
め
不
明
）

　
　
　
　
　
　
］

　
　
同
　
四
間
弐
尺
　
　
入
同
　
　
　
　
　
万
行
寺
道

　
　
同
西

　
四
間
　
　
　
　
入
同
　
　
　
　
　
今
井
九
平

　
一
畠
坪
数
千
五
百
三
拾
壱
坪
　
　
　
　
　
万
行
寺

　
　
　
　
銀
壱
坪
ニ
付
銀
壱
分
五
厘
掛
ケ

弐
百
廿
九
匁
六
分
五
厘

　
一外ニ同
八
百
三
拾
八
坪
　
　
　
　
　
　
　
　
同
寺

　
　
　
但
し
、
表
口
四
間
弐
尺
、
入
拾
七
間
、
券
帳
前
道
之
分
幷
次
ニ
て
横
三
拾

　
　
　
弐
間
半
、
入
七
間
半
、
夫
ゟ
横
三
拾
間
半
、
入
拾
七
間
五
寸
七
歩
、
諸
物

　
　
　
成
御
免
寺
地

　
一
同
百
弐
坪

　
　
　
但〻
、
土〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

手
薮
之
分
薮
銀
計
り
出

○
寺
地
坪
高
之
事

　
　
　
　
　
当

十
弐
世
正
允
記
録
ニ
曰

寺
敷
地
覚

　
一
坪
惣
高
弐
千
六
百
五
拾
壱
坪

　
　
　
　
内

　
　
　
千
七
百
拾
壱
坪
は
　
　
　
　
　
　
　
地
主
銀
上
納
地
也

　
　
右
之
上
納
銀
前
々
は
壱
坪
七
厘
掛
ニ
候
処
、
寛
保
亥
年
ヨ
リ
壱
坪
壱
分
五
厘

　
　
掛
ニ
納
候
、
依
て
前
々
は
百
拾
弐
拾
匁
宛
上
納
候
処
、
亥
暮
ゟ
弐
百
五
、
六

　
　
拾
匁
ニ
及
ひ
、
延
享
元
子
ノ
暮
は
弐
百
九
拾
三
匁
五
分
八
厘
上
納
い
た
し
候

　
　
　
但
し
、
銀
上
納
故
銭
之
歩
出
申
候

　
又
、
百
弐
坪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
し
、
立
木
三
拾
本

　
　
土
手
薮
之
分
銀
上
納
地
也
、
前
々
ヨ
リ
弐
匁
五
分
宛
致
上
納
仕
来
候
処
、
元

　
　
文
四
未
年
ゟ
七
匁
九
分
弐
厘
宛
上
納
致
候
、
其
後
延
享
弐
丑
年
ゟ
拾
三
匁
八

　
　
分
六
厘
納
候

　
又
、
八
百
三
拾
八
坪
　
　
　
　
　
　
　
　
御
免
地
也

　
　
表
口
四
間
弐
尺
、
入
拾
七
間
、
前
通
之
分
幷
次
ニ
て
横
三
拾
弐
間
半
、
入
七

　
　
間
半
、
夫
ヨ
リ
横
三
拾
間
半
、
入
拾
七
間
五
寸
七
歩
、
諸
物
成
御
免

　
　
〆

　
万
行
寺
暦
代
由
緒
録
　
赤
間
浄
満
寺
俊
嶺
師
、
正
因
師
弟
子

　
十
世
正
賛
伝
下
曰

　
　
御
免
地
、
祇
園
町
下

　
　
　
坪
数
八
百
三
拾
坪

　
　
　
　
但
、
表
口
四
間
弐
尺
、
入
り
拾
七
間

　
　
　
　
券
帳
前
通
り
之
分
幷
次
ニ
て
横
三
拾
弐
間
半
、
入
り
七
間
半
、
夫
ゟ
横

　
　
　
　
三
拾
間
半
、
入
拾
七
間
五
寸
七
歩

　
　
　
　
右
ハ
諸
物
成
一
切
御
免
地

　
　
〆

　
万
行
寺
由
緒
記
、
十
一
世
正
賛
下
曰

　
　
　
十
四
世
正
清
、
安
永
二
癸
巳
三
月
御
国
江
御
尋
ニ
付
差
出
分

　
　
正
賛
代
、
馬
場
町
之
寺
地
狭
ク
相
成
候
ニ
付
、
当
所
祇
園
町
江
引
地
御
願
申



一
〇

　
　
上
候
処
、
表
口
四
間
弐
尺
、
入
り
十
七
間
、
同
横
三
十
弐
間
半
、
入
り
七
間

　
　
半
、
又
横
三
十
間
半
、
入
り
拾
七
間
五
寸
五
歩
御
免
地
ニ
拝
領
被
仰
付
候
、

　
　
其
外
畠
地
等
買
求
候
等
、
文

　
　
〆

　
同
由
緒
記
、
十
世
正
賛
下
曰
寛
政
二
庚
戌

年
九
月

　
　
　
正
清
入
寂
已
後
無
住
之
節
御
国
法
江
書
出
分

　
　
馬
場
町
寺
地
狭
ク
相
成
候
故
、
当
所
祇
園
町
江
引
地
御
願
申
上
候
処
、
只
今

　
　
之
寺
地
御
免
地
ニ
拝
領
被
　
仰
付
、
其
外
畠
地
等
買
求
候
等
、
文

○
同
由
緒
記
、
十
世
正
賛
下
曰

　
　
年
号
不
分
、
但
寛
政
四
年
子
十
二
月
十
五
日
ニ
宝
物
書
付
御
尋
ニ
付
、
相
納

　
　
旨
宝
物
付
之
帳
ニ
有
之
候
ハ
ヽ
、
右
子
十
二
月
ニ
此
由
緒
記
共
一
同
ニ
申
出

　
　
候
歟
、
可〻

〻
〻
考
事
但
此
書
上
之
末
ニ
十
四
世
現
住
正
清
と
有
之
、
可
　レ

考

　
　
此
代
寺
地
替
候
馬
場
町
屋
敷
只
今
之
万
行
寺
前
町
ニ
て
御
座
候
、
所
狭
ク
候

　
　
故
廟
所
年
々
ニ
狭
ク
申
■
ニ
付
、
唯
今
祇
園
町
ニ
寺
地
を
見
立
御
願
申
上
、

　
　
御
見
分
御
詮
儀
之
上
拝
領
被
仰
付
候
事

　
　
祇
園
町
下
御
免
地

　
　
坪
数
八
百
三
十
八
坪
　
但
し
、
表
口
四
間
弐
尺

入
り
拾
七
間

　
　
券
帳
前
通
り
之
分
幷
次
横
三
拾
弐
間
半
、
入
り
七
間
半
、
夫
ゟ
横
三
十
間
半
、

　
　
入
り
拾
七
間
五
寸
七
歩
、
右
諸
物
成
一
切
御
免
地

　
　
其
余
分
並
之
田
畠
等
買
添
、
唯
今
当
寺
伽
藍
地
と
成
申
、
文

　
　
〆

　
由
緒
記
曰
文
政
九
年
、
十
七
代
曇
龍
御
尋

ニ
付
青
柳
勝
次
江
出
ス
分

　
一
拝
領
地
之
事

　
　
当
寺
十
世
之
住
持
正
賛
、
馬
場
町
ゟ
只
今
之
祇
園
町
に
相
移
申
ス
、
然
処
只

　
　
今
之
土
地
惣
高

　
　
　
弐
千
六
百
五
拾
壱
坪

　
　
　
　
　
内

　
　
　
八
百
三
十
八
坪
ハ
　
　
　
　
　
　
　
御
免
地

　
　
　
　
但
、
前
通
之
分
表
口
四
間
弐
尺
、
入
拾
七
間

　
　
　
次
ニ
て
　
横
三
十
弐
間
半
　
　
入
七
間
半

　
　
　
夫
ゟ
　
　
横
三
拾
間
半
　
　
　
入
拾
七
間
五
寸
七
歩

　
　
　
千
七
百
拾
壱
坪
ハ
　
　
　
　
　
　
　
地
主
銀
上
納
地

　
　
　
百
弐
坪
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
銀
上
納
地

　
　
　
〆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
是
ハ
薮
ノ
字
本
書
ニ
落
被
相
成
候

○
祇
園
町
年
寄
甚
右
衛
門
手
許
控
如
左
　
文
政
六
未
年
四
月
廿
八
日

土
居
町
釜
屋
半
平
写
来

「（
貼
紙
）
一
八
百
三
拾
九
坪
　
　
　「（

朱
筆
）
○
」御
寺
分

　
一
千
七
百
拾
三
坪
　
　
　
内
畠
御
上
納
分

　
　
　
内

　
　
　
　
九
拾
坪
　
　
　
　
正
木
金
右
衛
門
分

　
　
　
　
九
拾
坪
　
　
　
　
山
崎
勘
兵
衛
分

　
一外ニ百
弐
坪
は
　
　
　
　
　
や
裏
奥
土
手ふ
銀
御
上
納
分
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
七
代
曇
龍
五〻
〻
〻
〻
〻
〻

十
四
歳
之
節
代
之〻
分〻

○
一
紙
之
切
紙
ニ
曰

　
　
　
　
　
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
万
行
寺

　
一
畠
数
坪
数
千
七
百
拾
壱
坪



一
一

　
　
　
此
内

　
　
　
　
九
拾
坪
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
崎
勘
兵
衛

　
　
　
　
九
拾
坪
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
木
金
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
〆

　
一
同
八
百
三
拾
八
坪
　
　
　
　
　
　
　
　
同
寺

　
　
　
但
、
表
口
四
間
弐
尺
、
入
拾
七
間
ハ
御
券
帳
前
道
之
分
、
幷
次
ニ
て
横
三

　
　
　
拾
弐
間
半
、
入
七
間
半
、
夫
ゟ
横
三
拾
間
半
、
入
横
拾
七
間
五
寸
七
歩
、

　
　
　
諸
物
成
御
免
地

　
一
同
百
弐
坪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
寺

　
　
　
但
、
土
手
薮
之
分
、
此
已
後
も
薮
銀
計
ハ
出
ル

　
　
　
　
　
瓦
町
東
側
間
数
之
覚

　
一上ノ
端
ゟ
表
口
三
拾
五
間
壱
尺
五
寸
之
間
ハ

　
　
　
　
　
　
入
拾
七
間
也

　
一右次
ゟ
下
り
端
迄

同
六
拾
五
間
弐
尺
之
間
は

　
　
　
　
　
　
入
拾
六
間
也

　
〆

　
十
八
世
龍
城
曰
、
此
瓦
町
東
側
と
有
之
ハ
、
瓦
町
東
側
上
端
ゟ
折
々
高
間
数
な

　
る
べ
し
、
次
ゟ
下
之
端
迄
ハ
十
七
間
ト
十
六
間
ノ
差
別
有
之
ニ
付
、
折
々
高
ナ

　
ル
ベ
シ
、
又
正
木
金
右
衛
門
九
十
坪
と
有
之
ハ
、
文
政
十
亥
年
経
蔵
之
地
当
寺

　
江
金
右
衛
門
ゟ
買
入
候
分
ニ
て
候
哉
、
但
此
書
付
ハ
文
政
三
年
ニ
成
候
、
可
　レ

考

一
祇
園
町
年
寄
鰯
屋
平
四
郎
手
許
控
如
左

　
　
　
嘉
永
五
年
壬
子
二
月
写
来

　
　
　
十
八
世
龍
城
代
門
前
東
側
之
屏
相
築
候
節
尋
遣

　
　
町
中
御
券
帳
前
写

　
一
四
間
弐
尺
　
　
入
同
　
　
　
　
万
行
寺
道

　
一
四
間
　
　
　
　
入
同
　
　
　
　
今
井
藤
助

　
一
三
間
　
　
　
　
入
同
　
　
　
　
今
井
九
兵
衛

　
一
四
間
　
　
　
　
入
同
　
　
　
　
正
木
金
右
衛
門

　
　
〆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蔵

○
一
紙
之
剪
紙
ニ
控
有
之
分
如
左

「（
以
下
塗
抹
）

一
惣
高
弐
千
六
百
五
十
壱
坪

　
　
寛
政
十
三
年
之
説
ニ
ハ
惣
高
弐
千
四
百
七
拾
壱
坪
と
有
之
、
尤
土
手
薮
之
分

　
　
共
ニ
合
て
右
之
高
也

　
　
　
内

　
　
八
百
三
拾
八
坪

　
　
　
八
百
三
十
九
坪
　
祇
園
町
眷
（
券
）帳

ニ

在
之
ト
云
云

」

　
依
　二
寛
政
十
三
年
説
　一
土
手
薮
分
共
ニ
、
合
て
惣
高
弐
千
四
百
七
十
壱
坪
と
有
之

　
一
惣
高
弐
千
六
百
五
十
壱
坪

　
　
　
内

　
八
百
三
十
九

○

坪
と
祇
園
町
券
帳
在
之

　
　
　
八
百
三
十
八
坪
ハ
　
　
　
　
　
　
　
御
免
地

　
　
　
　
但
、
前
道
之
分

　
　
　
　
　
　
表
口
四
間
弐
尺
　
　
　
　
　
入
拾
七
間

　
　
　
　
　
　
次
ニ
て
横
三
拾
弐
間
半
　
　
入
拾
七
間
と
有
之
分
ハ
不
宣

七
間
半

　

　
　
　
　
　
　
夫
ゟ絵図

ニ
て
ハ
山
際
迄
ニ
相
成

横
三
十
間
半
　
　
　
　
入
拾絵図

ニ
て
ハ
山
際
迄
ニ
相
成

七
間
五
寸
七
部

　
　
　
　
　
　
　
　



一
二

　
　
　
寛
政
十
三
年
説
ニ
て
は
千
六
百
三
十
壱
坪
と
有
之
、

又
一
書
ニ
ハ
千
五
百
三
拾
壱
坪
と
有
之

　
　
　
千
七
百
拾
壱
坪
ハ
　
　
　
　
　
　
　
地
主
銀
上
納
地

　
　
　
百
弐
坪
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
銀
上
納
地

　
　
　
　
　
奥
土
手
薮
之
分

　
　
　
〆

　
　
右
寛
政
十
三
年
之
記
と
申
は
、
当
寺
春
秋
両
度
大
判
受
持
ニ
付
、
壱
人
ニ
付

　
　
頭
壱
文
切
頼〻
立
之
儀
頼
入
候
文
言
中
ニ
在
之
、
下
の
大
判
一
件
之
中
ニ
て
見

　
　
合
可
申
事

　
　
　
但
、
此
段
ハ
無
住
歟
ニ
て
書〻
取〻
不
分
り
勝
ニ
有
之
候
得
は
、
証
拠
ニ
は
難

　
　
　
相
成
候
得
共
、
為
念
右
書
付
を
も
此
処
江
出
置
も
の
也

「（
以
下
塗
抹
）

一
右
之
通
地
面
坪
高
相
違
ニ
付
、
寺
社
御
役
所
眷
（
券
）帳
之
表
吟
味
相〻
頼〻
之
儀
相
頼

　
　
候
処
、
左
之
通
寺
社
役
附
衆
頭
取
野
崎
曽
七
殿
ゟ
写
来
分
如
左

　
一
書

　
又
、
一
書
之
切
紙
」

　
又
、
一
枚
之
書
曰

　
　
此
分
寺
社
御
役
所
ゟ
当
寺
江
十
世〻

〻
〻
正
賛
二
世
正
因
之
時
相
渡
候
書
付
下
札
と

　
　
相
見
候
得
共
、
其
後
記
録
ニ
ハ
相
見
へ
不
申
、
判
ハ
寺
社
御
役
所
之
判
と
相

　
　
見
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祇
園
町
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
万
行
寺
抱

　
一
畠
坪
数
千
五
百
三
十
壱
坪
ハ

　
　
　
地
壱
坪
ニ
付
壱
分
五
厘
掛
り

主
銀
弐
百
弐
拾
九
匁
六
分
五
厘

　
一外ニ坪
数
八
百
三
拾
八
坪
ハ
　
　
　
同
寺

　
　
　
但
、
表
口
四
間
弐
尺
、
入
拾
七
間
眷
（
券
）帳
前
道
之
分
幷
次
ニ
テ
横
三
拾
弐
間

　
　
　
半
、
入
七
間
半
、
夫
ゟ
横
三
拾
間
半
、
入
拾
七
間
五
寸
七
歩
、
諸
物
成
御

　
　
　
免
寺
地

　
一
同
百
弐
坪
ハ

　
　
　
但
、
土
手
薮
之
分
、
此
已
後
も
薮
銀
計
加
ル

　
　
〆

　
右
之
通
記
録
寺
地
坪
数
増
減
有
之
不
分
ニ
付
、
十
七
世
曇
龍
代
寺
社
御
役
所
眷
（
券
）

　
帳
当
寺
分
吟
味
之
儀
内
分
相〻
頼〻
寺
社
方
手
附
役〻
衆
江
相
頼
被
置
候
処
、
左
之
通

　
写
来
候
事
、
但
天
保
四
年
巳
四
月
ニ
候
事
、
此
儀
万
行
寺
格
録
ニ
出
ツ

　
万〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻

行
寺
格
録
ニ
曰

　
写

　
　
表
東

口
三
間
　
　
　
入
拾
七
間
　
　
　
今
井
甚
右
衛
門

　
　
同
四
間
弐
尺
　
　
入
同
　
　
　
　
　
万
行
寺
道

　
　
同
西

四
間
　
　
　
　
入
同
　
　
　
　
　
今
井
九
平

　
一
畠
坪
数
千
五
百
三
拾
壱
坪
　
　
　
　
万
行
寺

　
　
　
銀
壱
坪
ニ
付
銀
壱
分
五
厘
掛
り

弐
百
弐
拾
九
匁
六
分
五
厘

　
一外ニ同
八
百
三
拾
八
坪
　
　
　
　
　
　
　
同
寺

　
　
　
但
、
表
口
四
間
弐
尺
、
入
拾
七
間
、
券
帳
前
道
之
分
幷
次
ニ
て
横
三
拾
弐

　
　
　
間
半
、
入
七
間
半
、
夫
ゟ
横
三
拾
間
半
、
入
拾
七
間
五
寸
七
歩
、
諸
物
成

　
　
　
御
免
寺
地

　
一
同
百
弐
坪

　
　
　
但
、
土
手
薮
之
分
薮
銀
計
り
出

　
　
〆

一
右
之
次
第
ニ
候
ヘ
ハ
御
役
所
之
記
録
を
以
相
居
り
可
申
儀
候
処
、
如
何
之
都
合



一
三

　
ニ
て
十
二
世
正
因
の
記
録
中
畠
数
等
致
相
違
候
哉
と
存
候
処
、
此〻
記〻
左
之
次
第

　
ニ
て
相
分
り
候

　
且
又
右
正
因
時〻
之
記
録
ニ
、
寛
保
三
亥
年
ゟ
寺
主
銀
上
納
相
増
と
有
之
候
へ
ハ
、

　
年
々
其
割
合
を
以
上
納
致
来
儀
ニ
候
半
間
、
寺
地
相
増
候
分
寺
社
方
券
帳
ニ
無

　
之
共
当
寺
地
面
ニ
相
違
ハ
無
之
儀
ニ
候
事

　
寺
格
録
曰

一
当
山
境
内
地
面
御
改
畠
割
出
ニ
相
成
事

　
寛
保
三
年
亥
三
月
大
乗
寺
と
新
川
端
町
上
境
目
諍
論
ニ
付
、
双
方
願〻
〻
〻
〻
〻

出
ニ
相
成

　
仍〻
て〻
願
立
則
間
数
御
改
有
之

　
此〻

〻
〻
〻
〻

勢
ニ
乗
し
其
節
津
中
町
々
寺
院
を
も
御
改
ニ
て
、
眷
（
券
）帳
面
之
外
ニ
内
畠
割
出

　
と〻
ニ
相
成
、
当
山〻
寺
も
其〻

〻
〻
〻
〻
〻

一
と
相
成
此
時
同
様
割
出
ニ
相
成
候
事

　
　
此
時
出
役

　
　
　
　
寺
社
奉
行
　
田
宮
甚
大
夫

隅
田
清
作

　
　
　
　
御
分
見
方
　
廣
庭
（
羽
）八
之
丞

　
　
　
　
年
行
司
　
　
相
部
宇
右
衛
門

柴
藤
小
兵
衛

　
同
年
十
一
月
ゟ
内
畠
地
主
銀
上
納
ニ
相
成
候
事

　
右
ハ
文
政
三
辰
九
月
十
七
世
曇
龍
代
、
土
居
町
釜
屋
半
平
ゟ
取
調
子
申
出
候
事

　
〆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
其
後
安
永
二
年
七〻
月〻
五
月
山
崎
勘
兵
衛
是〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

は
櫛
田
社
家
町
ニ
住
ス
ゟ〻
〻
〻
〻

当
寺
江
抱
分
九

　
拾
坪
当
寺
江
買
求
候
旨
ニ
候
事
、
勘
兵
衛
ゟ
券〻
帳〻
当
寺
江
差
出
候
証
文
如
左

　
○
此
分
記
録
ニ
無
之
、
十
七
世
曇
龍
反
古
之
中
ゟ
見
付
出
し
、
十
八
世
龍
城
此

　
　
処
江
書
入
候
事

　
○
但
、
右
九
拾
坪
買
入
候
次
第
は
櫨
銀
差
引
、
山
崎
ゟ
不
算
用
ニ
付
同
人
抱
地

　
　
面
当
寺
江
御
裁
判
歟
ニ
て
差
入
候
哉
と
相
見
候

　
○
右
山
崎
氏
ハ
已
前
ハ
当
寺
同
前
ニ
居
住
致
し
、
大
家
ニ
て
町
内
も
多
分
同
人

　
　
抱
地
面
ニ
相
成
居
候
由
ニ
候
事
、
其
後
は
只
今
櫛
田
社
家
町
ニ
て
綿ワタ
屋
九
郎

　
　
右
衛
門
と
申
候
、
川
口
妙
行
寺
旦
那
ニ
候
事

　
写
三

　
　
　
　
　
　
　
証
拠
之
事

　
　
一
祇
園
町
下
ニ
て
私
抱
地
主
畠
左
之
通
　
　

　
　
一町屋
敷
尻
境
ノ
次
ニ
て

地
主
畠
九
拾
坪
ハ

　
　
　
右
之
地
主
畠
拙
者
所
持
仕
居
申
候
処
、
貴
僧
様
御
望
ニ
付
代
銭
弐
百
目
ニ

　
　
　
売
渡
、
代
銭
請
取
申
候
処
相
違
無
御
座
候
、
御
役
所
御
帳
面
御
勝
手
次
第

　
　
　
ニ
御
直
シ
可
被
成
候
、
被
仰
聞
次
第
罷
出
可
申
候
、
右
地
主
地
ニ
付
少
も

　
　
　
出
入
之
儀
無
御
座
候
、
為
後
年
年
寄
奥
書
取
遣
置
候
、
為
証
拠
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
主
畠
売
主

　
　
　
　
　
安
永
二
年
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
七
月
　
　
　
　
　
　
　
　
山
祇
園
町
下崎
勘
兵
衛
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
請
人

崎
長
兵
衛
印

　
　
　
　
　
　
万
行
寺

　
　
　
　
　
　
　
正
清
様

　
　
　
右
之
通
相
違
之
儀
無
御
座
候
、
町
中
相
障
申
儀
無
御
座
候
条
、
御
役
所
御

　
　
　
帳
面
御
勝
手
次
第
御
直
し
可
被
成
候
、
為
其
奥
書
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
同
町
年
寄七
判

　
　
　
　
　
同
年
七
月

　
又
、
壱
通
之
写
如
左
　
弐

　
　
　
　
　
　
　
地
主
屋
敷
売
券
書
物
之
事



一
四

　
　
一
博
多
祇
園
町
下
山
崎
勘
兵
衛
地
主
屋
敷
左
之
通

　
　
一地主
銀
高
弐
百
五
十
六
匁
六
分
五
厘

坪
数
千
七
百
拾
壱
坪
　
　
　
　
　
　
万
行
寺
抱

　
　
　
　
此
内

　
　
　
百
八
拾
坪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
崎
勘
兵
衛
抱

　
　
　
地
主
銀
右
之
高
之
内

　
　
　
　
　
　
弐
拾
七
匁

　
　
　
右
之
通
之
地
主
屋
敷
勘
兵
衛
所
持
仕
居
申
候
処
、
今
度
町
中
相
談
之
上
ヲ

　
　
　
以
右
地
主
地
百
八
拾
坪
之
内
九
拾
五
坪
代
銀
弐
百
目
ニ
相
極
メ
、
勘
兵
衛

　
　
　
手
前
ゟ
万
行
寺
江
永
代
ニ
売
渡
、
以
来
共
ニ
無
異
儀
相
済
申
候
ニ
付
、

　
　
　
御
役
所
之
御
帳
面
今
日
左
之
通
ニ
相
改
申
候
、
此
段
為
御
届
如
斯
御
座
候
、

　
　
　
以
上

　
　
一地主
銀
高
弐
百
五
十
六
匁
六
分
五
厘

坪
数
千
七
百
拾
壱
坪
　
　
　
　
　
　
万
行
寺
抱

　
　
　
　
此
内

　
　
　
八
拾
五
坪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
崎
勘
兵
衛
抱

　
　
　
地
主
銀
右
高
之
内

　
　
　
　
　
　
拾
弐
匁
七
分
五
厘

　
　
　
　
　
安
永
弐
年
　
　
　
　
　
　
祇
園
町
下
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
巳
五
月
　
　
　
　
　
　
　
藤
七

　
　
　
　
　
　
井
本
正
左
衛
門
殿

　
又
壱
通
写
　
壱

　
　
　
　
　
　
　
地
主
屋
敷
売
券
書
物
之
事

　
　
一
博
多
祇
園
町
下
山
崎
勘
兵
衛
地
主
屋
敷
左
之
通

　
　
一地主
銀
高
弐
百
五
十
六
匁
六
分
五
厘

坪
数
千
七
百
拾
壱
坪
　
　
　
　
　
　
万
行
寺
抱

　
　
　
　
此
内

　
　
　
百
八
拾
坪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
崎
勘
兵
衛
抱

　
　
　
地
主
銀
右
之
高
之
内
也

　
　
　
　
　
　
弐
拾
七
匁

　
　
　
右
之
通
地
主
銀
勘
兵
衛
所
持
仕
居
申
候
処
、
今
度
町
中
相
談
之
上
を
以
右

　
　
　
地
主
地
百
八
拾
坪
之
内
九
拾
五
坪
代
銀
弐
百
目
ニ
相
極
、
勘
兵
衛
手
前
ゟ

　
　
　
万
行
寺
江
永
代
ニ
売
渡
以
来
共
ニ
無
異
儀
相
済
申
候
条
、
御
帳
面
左
之
通

　
　
　
ニ
御
直
シ
被
成
可
被
下
候
事

　
　
一地主
銀
高
弐
百
五
十
六
匁
六
分
五
厘

坪
数
千
七
百
拾
壱
坪
　
　
　
　
　
　
万
行
寺
抱

　
　
　
　
此
内

　
　
　（
朱
筆
）

　
　
　
八
「
○
」拾
五
坪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
崎
勘
兵
衛
抱

　
　
　
　
　
　
拾
弐
匁
七
分
五
厘

　
　
　
右
之
通
御
帳
面
御
直
シ
被
成
可
被
下
候
、
御
定
之
通
地
主
銀
毎
年
十
一
月

　
　
　
切
ニ
無
遅
滞
御
上
納
可
仕
上
候
、
以
来
少
ニ
て
も
相
違
之
儀
御
座
候
ハ
ヽ

　
　
　
連
判
中
曲
事
可
被
仰
付
候
、
為
其
年
寄
判
形
仕
指
上
申
候
、
為
後
年
連
判

　
　
　
書
物
如
件

　
　
　
　
　
安
永
弐
年
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
巳
五
月
　
　
　
　
　
　
　
山

地
主
屋
敷
売
主
祇
園
町
下

崎
勘
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
住

同
買
主
同
町
万
行
寺

持
正
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤

同
町
年
寄
七

　
　
　
　
　
同
町

　
　
　
　
　
　
御
奉
行
様



一
五

　
　
右
三
通
之
内
ニ
て
奉
行
所
幷
年
行
司
江
届
書
ニ〻
ハ〻
写
ニ
ハ
九
十
五
坪
と
有
之
、

　
　
当
寺
江
印
判
相
居
候
差
遣
候
分
ニ
ハ
九
拾
坪
と
有
之
五
坪
相
違
致
居
候
事
、

　
　
何
等
之
訳
ニ
候
哉
、
自
然
被
書
落
ニ
相
成
候
を
其〻

〻
〻
〻

儘
ニ
て
正
清
師
も
速〻
若
哉

　
　
失
念
ニ
共
ハ
相
成
居
不
申
候
哉
、
但
し
御
役
所
へ
差
出
候
届
書
を
以
本
と
致

　
　
可
申
事
ニ
存
候

　
又
、
壱
通
写

　
　
○
此
分
は
右
山
崎
氏
ゟ
相
頼
、
五
坪
当
寺
江
遣
候
節
ニ〻
付〻
年
行
司
ゟ
之〻
案
文

　
　
　
を
山
崎
氏
江
相
渡
置
候〻
、
夫
を
当
寺
差〻
同
人
持
参
致
置
其
儘
ニ
相
成
居
候

　
　
　
と
相
聞
へ
候
、
依
之
左
之
文
言
之
中
ニ
代
銀
何
程
と
計
り
有
之
員
数
無
之

　
　
　
事
、
右〻
は〻
全
ク
年
行
司
ゟ
之
案
紙
ニ
相
違
無〻
〻
〻
之
事
有
之
間
敷
と
被
存
候

　
　
○
且
又
瓦
町
年〻
正
木
金
右
衛
門
ゟ
毎
年
左
之
目
録
を
以
地
主
銀
取
立
来
り
候

　
　
　
ニ
付
、
此
分
を
も
為
念
写
置
候
、
其
故
ハ
右
山
崎
氏
之
売
券
証
文
之
上
ハ
、

　
　
　
当
寺
上
納
全
く
拾
弐
匁
七
分
五
厘
ニ
て
宜
敷
候
処
、
金
右
衛
門
ゟ
拾
三
匁

　
　
　
五
分
取
立
来
り
候
事

　
　
　
此
書〻
付〻
案
紙
之
分
を
目〻

〻
〻
〻
〻

当
ニ
致
し
同
家
江
先
年
惣
置
、
夫
を
以
取
立
違
ニ

　
　
　
共
ハ
相
成
居
不
申
哉
と
存
候
事

　
写

　
　
　
　
　
　
　
地
主
屋
敷
売
券
書
物
之
事

　
　
一
博
多
祇
園
町
下
山
崎
勘
兵
衛
地
主
屋
敷
左
之
通

　
　
一地主
銀
高
弐
百
五
十
六
匁
六
分
五
厘

坪
数
千
七
百
拾
壱
坪
　
　
　
　
　
　
万
行
寺
抱

　
　
　
　
此
内

　
　
　
百
八
拾
坪
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
崎
勘
兵
衛
抱

　
　
　
地
主
銀
右
高
之
内
也

　
　
　
　
　
　
弐
拾
七
匁

　
　
　
右
之
通
之
地
主
屋
敷
勘
兵
衛
所
持
仕
居
申
候
処
、
今
度
町
中
相
談
之
上
を



一
六

　
　
　
以
、
右
地
主
地
百
八
拾
坪
之
内
九
拾
坪
は
代
銀
何
程
ニ
相
極
、
勘
兵
衛
手

　
　
　
前
ゟ
万
行
寺
へ
永
代
ニ
売
渡
、
以
来
共
ニ
無
異
儀
相
渡
申
候
ニ
付
、
御
役

　
　
　
所
之
御
帳
面
今
日
左
之
通
ニ
相
改
申
候
、
此
段
為
御
届
如
斯
ニ
御
座
候
、

　
　
　
以
上

　
　
一地主
銀
高
弐
百
五
十
六
匁
六
分
五
厘

坪
数
千
七
百
拾
壱
坪
　
　
　
　
　
　
万
行
寺
抱

　
　
　
　
此
内

　
　
　
九
拾
坪
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
崎
勘
兵
衛
抱

　
　
　
地
主
銀
右
高
之
内

　
　
　
　
　
　
拾
三
匁
五
分
ハ
　
　
　
　
　
藤

祇
園
町
下
年
寄
七

　
　
　
　
　
安
永
二
年
巳
五
月

　
　
　
　
　
　
井
本
正
左
衛
門
殿

一
明
和
七
寅
八
月
十
四
代
正
清
之
時
、
山
崎
勘
兵
衛
江
借
財
差
引
一
件
如
左

　
　
此
分
十
八
世
龍
城
ハ
山
崎
ゟ
九
十
五
坪
算
用
払
右〻

〻
〻
地
面
櫨
代
算
用
差〻

〻
〻
引
ニ
付〻

　
　
同〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

人
抱
之
内
九
十
五
坪
当
寺
江
差
代
銀
不
不
被
差
引
ニ
付
、
同
人
払
不
足
と

　
　
御
才
判
も
有
之
哉
ニ
付
、
当
寺
江
九
十
五
坪
払
不
足
代
銀
之
処
江
右
地
面
を

　
　
以
相
戻
し
候
哉
と
相
考
候

　
　
　
但
、
先
住
曇
龍
ハ
勘
兵
衛
江
土
地
売
払
ニ
付
受
取
書
と
被
申
置
候
ハ
如
何

　
　
　
之
儀
ニ
候
哉
、
是
ハ
左
之
当
寺
境
内
絵
図
面
之
内
ニ
、
勘
兵
衛
殿〻
方
江
参

　
　
　
居
候
分
と
申
地
所
有
之
ニ
付
被
相
考
と〻
〻
〻
の
事
候
儀
哉
と
存
候
、
追〻
〻
〻
〻

々
考
合

　
　
　
可〻
〻
〻
申
事
、
此
子
孫
尚
又
御
役
所
江
詮
儀
を
頼
候
へ
ハ
、
直
ニ
相
分
り
可
申

　
　
　
候
事

　
写

　
　
　
　
　
奉
願
口
上
之
覚

　
　
一
寛
政
四
年
未
三
月
ニ
、
祇
園
町
下
綿
屋
勘
兵
衛
方
江
指
引
之
儀
ニ
付
元
銀

　
　
　
七
百
目
証
文
を
以
借
分
ニ
仕
候

　
　
　
右
之
利
銀
年
々
利〻
弐
割
半
ニ

百
七
拾
五
匁
ニ
て
御
座
候
、
右
之
為
引
当

　
　
　
当
寺
内
拾
五
ヶ
年
前
植
立
置
候
櫨
木
百
五
十
本
相
渡
置
候

　
　
一
其
末
ノ
秋
櫨
実
ち
き
り
候
届
有
之
ニ
付
、
寺
ゟ
小
僧
・
小
者
致
加
勢
候
処

　
　
　
斤
目
五
百
八
斤
有
之
候
、
其
翌
年
ゟ
ハ
届
も
無
之
勘
兵
衛
方
ゟ
拾
九
ヶ
年

　
　
　
之
間
ち
き
り
取
申
候
、
櫨
木
次
第
ニ
は
ひ
こ
り
、
不
掃
除
ニ
御
座
候
故
切

　
　
　
除
申
度
、
右
之
指
引
仕
呉
申
様
ニ
段
々
掛
合
申
候
へ
共
、
し
ら
へ
遣
可
申

　
　
　
内
ニ
て
数
年
打
く
れ
申
候
処
勘
兵
衛
相
果
、
其
後
と
や
か
く
手
筋
之
も
の

　
　
　
相
頼
詮
儀
仕
候
へ
共
分
明
ニ
相
分
り
不
申
候
、
漸
其
暮
指
引
之
書
物
遣
候

　
　
　
得
共
、
年
々
之
櫨
実
斤
高
も
相
場
付
も
無
御
座
候
、
初
り
未
秋
直
段
五
十

　
　
　
匁
と
計
有
之
候
、
其
年
ゟ
午
ノ
年
迄
拾
弐
ヶ
年
之
間
斤
高
相
場
付
も
無
御

　
　
　
座
候
、
拾
三
ヶ
年
め
ノ
未
ノ
年
ゟ
去
丑
秋
迄
七
ヶ
年
分
ハ
斤
高
書
付
、
ち

　
　
　
き
り
日
用
（
雇
）賃
迄
書
付
有
之
候
、
前
十
弐
年
之
間
は
斤
ニ
付
七
分
ゟ
四
、
五

　
　
　
分
位
迄
ニ
直
段
仕
候
、
第
一
指
引
ニ
成
候
年
数
ハ
斤
高
相
場
も
不
仕
候
儀

　
　
　
不
審
ニ
奉
存
候
、
十
三
年
目
ゟ
去
丑
年
迄
七
ヶ
年
ハ
直
段
も
下
直
ニ
相
成

　
　
　
候
、
殊
ニ
櫨
木
未
ニ
成
り
候
故
な
り
お
と
り
、
斤
目
も
減
シ
申
節
は
委
ク

　
　
　
書
付
有
之
候
儀
旁
々
不
審
ニ
奉
存
候

　
　
一
年
々
右
利
銀
過
不
足
有
之
候
へ
ハ
催
促
有
之
、
差
引
仕
筈
之
証
文
前
ニ
御

　
　
　
座
候
処
、
去
秋
迄
拾
九
ヶ
年
之
間
何
之
音
信
も
無
御
座
候
、
初
年
未
ノ
秋

　
　
　
は
ち
代
五
十
目
と
書
付
ニ
御
座
候
、
右
利
銀
百
七
十
五
匁
と
御
座
候
、
五

　
　
　
十
匁
ハ
三
歩
壱
も
無
之
候
所
ニ
銭
不
足
分
催
促
も
不
仕
、
尚
又
数
ヶ
年
終

　
　
　
ニ
不
申
来
候
、
此
節
ニ
至
り
不
足
弐
〆
目
余
と
申
来
候
、
此
方
ニ
て
算
用



一
七

　
　
　
入
申
候
処
、
最
初
四
ヶ
年
迄
元
利
皆
済
仕
置
て
、
百
四
拾
壱
匁
余
過
有
之

　
　
　
と
相
見
へ
申
候
、
其
後
十
五
ヶ
年
分
弐
〆
目
余
之
櫨
代
横
領
仕
居
申
と
相

　
　
　
見
へ
申
候

　
　
一
弐
拾
ヶ
年
以
来
櫨
商
売
仕
候
も
の
方
年
々
之
控
僉
儀
仕
候
処
、
未
ノ
年
ハ

　
　
　
壱
斤
ニ
付
七
分
仕
候
、
初
ノ
秋
実
五
百
八
斤
有
之
候
へ
共
、
五
百
斤
ニ

　
　
　
シ
申
候
て
右
相
場
を
以
見
合
候
処
、
代
銀
三
百
五
十
目
有
之
候
ニ
五
十
目

　
　
　
と
書
付
遣
申
候
、
案
外
千
万
ニ
奉
存
候
、
右
櫨
木
百
五
十
本
植
立
元
文
二

　
　
　
巳
年
那
珂
郡
山
田
村
旦
家
ゟ
植
付
遣
し
、
寛
延
四
未
年
迄
年
数
十
五
年
相

　
　
　
成
候
、
其
前
年
々
勘
兵
衛
方
江
櫨
相
払
候
故
、
な
り
か
ゝ
へ
ノ
儀
も
能
存

　
　
　
居
申
ニ
付
引
当
ニ
も
相
望
候
と
相
聞
へ
申
候
、
五
十
目
と
有
之
候
へ
ハ
一

　
　
　
本
ニ
付
壱
分
ニ
相
当
り
候
、
櫨
之
儀
ハ
御
家
中
方
江
も
能
々
御
存
シ
被
成

　
　
　
候
事
ニ
御
座
候
へ
ハ
不
及
申
上
ル
ニ
事

　
　
　
右
之
通
少
も
相
違
無
御
座
候
間
被
遂
御
詮
儀
可
被
下
候
、
此
段
重
畳
奉
願

　
　
　
候
、
以
上

　
　
　
　
　
明
和
七
年
　
　
　
　
　
　
万
行
寺

　
　
　
　
　
　
　
寅
ノ
八
月
　
　
　
　
　
　
正
清

　
　
　
　
　
　
時
枝
長
太
夫
殿

　
　
　
　
　
　
森
　
源
大
夫
殿

一〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

勘
兵
衛
江
当
寺
地
面
相
払
古
絵
図

一
当
寺
境
内
絵
図
如
左

　
　
但
し
、
勘
兵
衛
江
当
寺
ゟ
売
渡
候
儀
此
絵
中
ニ
相
見
へ
候
、
此
絵
は
い
つ
之

　
　
頃
認
候
哉
年
代
不
相
分
、
勘
兵
衛
方
江
参
居
候
分
と
申
儀
認〻
図
中
ニ
相
見
候

　
　
間
、
安
永
二
ゟ
已
前
之
事
歟
但〻
被
按
候
、
此
図
は〻
本
書
ハ
竹
若
番
ニ
て
左〻
官〻

　
　
中
村
氏
左
官
正
吉
之
筆
歟〻
ニ
似
寄
候
間〻
、
同
人
七
十
余
歳
ニ
て
相
果
候
ニ
付

　
　
同
人
相
認
置
候
哉
其
頃
ハ
全
不
分
、
改
等
も
有
之
ニ
て
其〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻

後
事
之
子
細
も
有〻

　
　
之〻

〻
〻
歟
候
右〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

人
別
壱
銭
切
相
頼
候〻
節〻
弐
文
切
之
節
入
用
ニ
付
今
も
当
山
際
之
抱

　
　
ニ
可
有
之
歟
ニ
候
へ
ハ
、
此
図
相
認
候
哉
と
存
候
辺
も
有
之
候
、
左
候
へ
ハ

　
　
寛
政
十
三
酉
年
ニ
相
認
候
儀
哉
、
又
ハ
文
化
十
弐
、
三
年
之
頃
認
候
哉
、
且

　
　
又
此
認
之
紙
ハ
香
典
紙
ニ
候
処
、
大
工
又
市
母
合〻

〻
〻
羽
屋
か
つ
ま
や
清
次
郎
・

　
　
太
助
・
弥
兵
衛
内
さ
ら
さ
や
佐
兵
衛
等
□
人
之
名
紙
之
裏
ニ
在
之
老
人
江
承

　
　
り
合
、
且
ハ
古
キ
旦
那
帳
詮
儀
可〻
〻
〻
申
事
申
候
ハ
ヽ
時
代
相
分
り
可
申
事

　
「（
朱
筆
）

且
又
山
崎
江
売
渡
候
■
地
面
之
高
不
相
分
候
事
」

「（
頭
書
）
根〻
元〻
其
故
ハ
此
図
ニ
有
之
候
勘
兵
衛
江
遣
候
地
面
ハ
、
只
今
之
経
蔵
ゟ
下
ニ
て

　
地〻

〻
〻
〻
〻
〻

面
ニ
可
有
之
町
側
■
り〻

〻
〻
之
地
ニ
相
当
候
可〻

〻
〻
〻
〻

有
之
哉
ニ
、
前
々
渡
シ
置〻

〻
〻
〻

候
辺
も

　
有〻

〻
〻
〻

之
ニ
付
ニ
付
如〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

此
ニ
御
座
候
哉
然
は
此
地
面
只
今
ニ
て
ハ
金〻

〻
〻
〻

右
衛
門
今
井
藤

　
助
抱
之
裏
ニ
相
当
候
事
共
ニ
哉
候〻
〻
〻
へ
共
已〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

前
ハ
勘
平
之
地
ニ
も
候
哉
可
致
吟
味

　
事
」



一
八

一
其
後
十
七
世
曇
龍
代
、
文
政
十
亥
年
■
■
四〻

〻
〻
月
頃
ゟ
経
蔵
之
地
正
木
金
右
衛
門

　
ゟ
当
寺
江
買
入
ニ〻
付〻
事
、
五〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

匁
弐
分
は
金
右
衛
門
ゟ
先
年
来
取
来
候
、
右
買
入

　
後
ハ
金
右
衛
門
ゟ
古
来
取
立
来
候
銀
十
三
匁
五
分
五
厘
ニ
銀〻
五
匁
弐
分
相
増
、

　
合
て
十
八
匁
七
分
五
厘
ニ
相
成
候
事

　
　
但
、
此
五
匁
五
分
ハ
手
元
ニ
ハ
年
中
行
事
と
申
帳
ニ
右
金
金
右
衛
門
ゟ
差
出

　
　
候
様
書
送
有
之
候
へ
共
、
初〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

年
ハ
如
何
ニ
候
哉
其
後
嘉
永
五
年
十
一
月
迄
も

　
　
金
右
衛
門
ゟ
十
三
匁
五
分
之
分
は
取
立
之〻
書〻
居
候
事

　
○
尚
又
右
買
入
之
儀
金
右
衛
門
ゟ
証
文
も
只
今
迄
当
寺
等
閑
ニ
付
差
入
不
申
、

　
　
寺
社
方
券
帳
も
直
り
居〻
不
申
事

　
○
且
又
十
三
匁
五
分
五
厘
之
外
、
金
右
衛
門
ゟ
判
賃
三
分
取
立
候
旨
古
来
ゟ
之

　
　
儀
ニ
候
処
、
右
文
政
十
亥
年
ゟ
経
蔵
地
面
買
入
ニ
付
判
賃
も
四〻
分〻
翌
子
年
ゟ

　
　
銭
ニ
て
壱
分
五
厘
相
増
、
合
て
四
分
五
厘
ニ
相
成
候
赴
（
趣
）年
中
行
事
ニ
相
見
へ
　
　

　
　
候〻

〻
〻
事
を
候
へ
共
、
其
分
も
金
右
衛
門
ゟ
取
立
不
来
候
事

　
○
前
段
ニ
有
之
候
祇
園
町
年
寄
甚
右
衛
門
控
之
分
ニ
九
十
坪
と
有
之
ニ
付
、
此

　
　
坪
数
正
木
氏
ゟ
当
寺
へ
買
求
候
哉

「（
朱
筆
）
○
」一
其
後
天
保
六
、
七
年
之
頃
、
順
正
寺
江
参
り
候
道
口
ニ
て
同
寺
不
入
用
之

　
空
地
有
之
を
、
博
多
須
崎
町
楢
崎
氏
紙
屋
甚
平
墓
所
ニ
囉
受
候
、
尤
世
話
人
ハ

　
五
平
妹
む
こ
川
端
町
紅
屋
武
七
順
正
寺

講
中

を
以
口
入
有
之
、
則
同
寺
承
知
ニ
て
五

　
平
江
渡
方
相
済
、
只
今
程
ハ
五
平
墓
所
ニ
相
成
候
事

　
右
渡
方
之
地
面
坪
数
多
分
小
壱
間
計
歟
と
相
覚
居
候
、
右
五
平
墓
之
内
ニ
て
当

　
寺
地
面
も
入
り
有
之
歟
と
存
候
故
坪
数
左
之
通
ニ
候
事

　
○
右
囉
受
候
証
文
順
正
寺
ゟ
取
置
候
様
、
十
八
世
龍
城
ゟ
度
々
紙
五
江
申
入
候

　
　
へ
共
、
此〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

度
之
地
面
も
少
々
右
墓
原
へ
入
り
有
之
ニ
付
、
地〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻

銭
当
寺
江
相
納

　
　
之〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

儀
相
論
候
哉
ニ
て
一
向
証
文
順
正
寺
ゟ
取
置
不
申
候
事
、
追
々
受
取
方
急

　
　
速
可
申
談
事

一〻
〻
〻
〻

文
政
十

一〻
〻
〻
〻
〻

天
保
十
三

「（
朱
筆
）

○
」一
其〻
後〻
天
保
六
、
七
年
之
頃
、
瓦
町
堺
目
ニ
相
成
候
東
ノ
土
手
薮
之
処
、
黒

　
田
播
磨
殿
家
来
ゟ
掛
屋
敷
相
立
候
、
尤
右
世
話
認
ハ
山
崎
九
郎
左
衛
門
ニ
綿
屋

之
事

　
候
由
ニ
候
処
、
右
東〻
側〻
山
土
手
之
東
側
此
方
江
一
円
届
も
無
之
、
壱
間
余
も
打

　
崩
し
掛
屋
敷
相
立
候
ニ
付
、
播
磨
殿
江
出
入
致
候
楢
崎
次
吉
十
九
文
屋

カ
ノ
事

江
先
住
曇

　
龍
ゟ
頼
ニ
相
成
、
次
吉
も
掛
屋
敷
相
立
候
、
家
中
江
名
元

不  

分
レ

引
合
可
申
旨
ニ
候
へ

　
共
、
其
頃
白
水
要
左
衛
門「（
朱
筆
）
御
救
之
」銀
札
之〻
被
相
仕
組
有〻
之〻
、
国
中
大
に
ぎ
や

　
ひ
ニ
て
治〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

吉
も
当
寺
も
混
雑
致
し
配
下
中
拝
借
願
出
、「（
朱
筆
）
大
混
雑
ニ
て
」治
吉
も

　
同
様
取
紛
其
儘
ニ
相
成
居
候
処
、
右
掛
屋
敷
江
播
磨
殿
家
中
も
格
別
住
居
無
之
、

　
近
年
十
年
余〻
已
前
歟
、
高
場
正
山
と
申
表
粕
や
郡
須
恵
村
わ
眼
科
之
医
師
買
取

　
住
居
致
居
候
処
、
右
掛
屋
敷
之
内
江
当
寺
山
土
手
之
境
木
入
込
候
ニ
付
、
葉〻
枝

　
葉
伐
り
除
之
節
ハ
正
山
は
正
直
成
人
体
歟
、
当
寺
江
両
三
度
も
相
＊
へ
当
寺
之

　
許
を
受
ケ
、
枝
葉
ハ
正
山
方
ゟ
相
卸
し
候
事

　
○
且
又
彼〻
方〻
右
家
中
某
ゟ
其
節
相
築
候
練
屏
も
当
寺
寺
内
へ
入
り
込
候
事
、「（朱
筆
）其

　
後
三
輪
省
吾
墓
所
囉
受
候
節
ハ
、
右
家
中
ゟ
築
キ
候
練
屏
ニ
準
シ
屏
を
継
立
、

　
三
輪
氏
ゟ
相
築
候
事
」□
三
輪
氏
ハ
近
年
士
官
ニ
御
取
立
ニ
て
当
代
を
三
輪
茂

　
と
申
候
、
博
多
西
町
ゟ
只
今
程
ハ
養
巴
町
ニ
移
住
之
事

一
天
保
十
年
亥
十
一
月
、
分
見
方
名
元

紛
失
ゟ
当
寺
之〻
地
面
被
相
改
候
節〻
間
其
心
得
可

　
致
、
且
又
当
寺
境
内
絵
図
差
出
候
様
寺
社
方
ゟ
申
来
、
左
之
図
面
右〻

〻
〻
〻
〻

分
見
方
江



一
九

　
寺〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

社
役
所
へ
出
候
様
ニ
も
存
候
詮
儀
之
事「（
朱
筆
）
寺
社
方
江
」差
出
候〻
事〻
置
候
処
、
其

　
後
分
見
被
見
改〻

〻
〻
〻

被
見
届
候
事

　
○
右
ハ
十
八
世
龍
城
代
ニ
候
事

　
○
但
、
此
絵
図
ハ
厨
子
町
居
住
釜
屋
傳
次
江
相
頼
認
候
事

　
○
此
時
迄
当
寺
境
内
何
分
急
度
ハ
相
分
り
不
申
、
大〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

概
ニ
認
差
出
候
事
此
方
ニ

　
　
て
間
数
現
存
之
処
を
縄
ば
り
致
し
、
其
分
を
書
付
左〻
ニ〻
右
之
通
差
出
候
事
、

　
　
仍
て
古
来
之
記
録
と
相
違
も
可
有
之
候
得
共
為
後
代
写
置
候
事
、
此
図
面
之

　
　
中
朱
引
キ
有
之
候
も
右
寺
社
方
江
差
出
候
、
本
書
之
通
ニ
此〻
〻
〻
処
江
写
置
候
事

一
右
経
蔵
買
入
之
地
面
之〻
〻
〻
〻

処
ニ
て
江
、
金〻

〻
〻
〻
〻

右
衛
門
江
今
井
藤
助
江
経
蔵
ヵ
右
幷
後

之
方
ニ
て
練
屏
当
寺
ゟ
築
立
候
処
、
西
南
之
間
ニ
相
当
候
右
側
へ
屏
之
裏
ニ
相

　
境
ひ
居
候
練〻
〻
〻
〻

屏
之
外
町〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

並
之
方
ニ
て
当
寺
寄
ゟ
練
屏
築
キ
有
之
候
処
、
嘉
永
五

　
子
春
ニ〻
承〻
り〻
〻
〻
候
処
練
屏
築
立
候
の
已
後
、
右
練
屏
之
外
ニ
て
半
間
計
り
当
寺
地

　
面
ニ
候
由
今
井
藤
助
ゟ「（
朱
筆
）
口
上
を
以
」申
出
候
事
、
全〻

〻
〻
〻
〻
〻

ク
半
間
丈
ケ
右
半
間
丈
ケ

　
引
退
ケ
遠〻
練
屏
修
理〻
覆
之
節
、
他
家
の
地
を
踏
ミ
不
申
様
ニ
之
心
得
を
以
遠〻
慮〻

　
之〻
上〻

〻
〻
〻
〻

意
を
以
右
文
政
十
亥
年
当
寺
ゟ
築
キ
方
ニ
相
成
候
哉
と
相
聞
へ
候
、
但
し

　
右〻

〻
〻
〻

之
趣
ハ
文
政
十
亥
年
ゟ
上
納
五
匁
五
分
相
増
候
処〻

〻
〻
ニ
て
ニ
付
考
見
可
申
事
、

　
弥〻

〻
〻
〻

左
ニ
候
哉
右
を
以
坪
数
尚
又
ニ
引
合
せ
右
申
出
ニ
相
違
無
之
哉
否
事

一〻
〻
〻
其
後

一
釜
屋
傳
次
申
候
御
免
地
ハ
多
分
只
今
之
本
座
敷
之
檐
一
杯
ニ
相
成
、
夫
ゟ
御
年

　
貢
上
納
地
ニ
相
成
候
処
相
見
へ
候
段
申
居
候
事

一〻
〻
〻
〻
〻
〻

其
後
順
正
寺

一
全
体
順
正
寺
と
当
寺
ハ
先
年
境
内
諍
論
有
之
由
、
依
之
釜
屋
又〻

〻
〻
〻
〻

平
弟
早
平
申
候

得
共
右
之
記
録
只
今
一
向
ニ
相
見
へ
不
申

　
且〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

又
只
今
順
正
寺
境
目
ニ
石
蔵
屋
甚
平
播
磨
屋
孝
助
之
墓
所
有
之
、
右〻
此
墓
所

　
之
練
屏
ハ
右
諍
論
已
後
練〻
屏〻
相
築
候
由〻
同〻
人〻
趣
ニ
候
得
は
、
土
居
町
釜
屋
又
平

　
弟
早
平
被〻
〻
〻
〻
〻
〻

申
ニ
申
候
事
諍
論
有
之
儀
無
相
違
旨
被
申
候
事
、
但
諍
論
之
記
録
只

　
今
不
相
見
、
且
又
右
諍
此〻
論
之
年
月
不
相
分
候
事
、
但
石
蔵
氏
之
墓
古
キ
分
を

　
吟
味
候
ハ
ヽ
其〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

頃
の
諍
当
寺
之
分
夫
ゟ
少
し
已
前
ニ
可〻

〻
〻
〻
〻
〻

有
之
之
公
事
公
事
有
之

　

と
相
心
得
、
右
控
年
月
不
相
分
歟

一〻
〻
〻
近
年

一
惣〻

〻
〻
〻

て
順
正
右
順〻

〻
〻
正
寺
石
蔵
屋
孝
助
之〻
ゟ〻

〻
〻
順
正
方
墓
所
ニ
て
順
正
寺
と
相
境
ひ
候

　
練
屏
之
後
ニ〻
て〻
を
通
り
半〻

〻
〻
〻
〻
〻

間
計
り
之
道
順
正
寺
江
台
所
口
江
之
墓〻

〻
〻
〻
〻
〻

原
之
方
野
辺

　
向〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

ニ
山
上
向
山
ノ
方
迄
通
路
有
之
、
先〻
〻
〻
住
曇
尤
半
間
計
も
有
之
居
候
て
、
其
道

　
ゟ
順
正
寺
へ
罷
越
来
居
候〻
〻
〻
〻
〻

様
相
成
居
候
処
、
天〻
保〻
文
政
十
戊亥子
夏
頃
歟
、
順
正

　
寺
栄
道
在
京
留
守
中
ニ
存
立
、
右
石
蔵
屋
ノ
境
屏
之
■
東
口
角
ゟ
横〻
竪
ニ
相
続

　
き
■
通
路
相
開
キ
候
、
其
後
壱
両
年
を
経
、
只
今
之
屏
を〻
相〻
築
立
ニ
相
成
候
事
、
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是〻
も〻
然
ニ
前
顕
之
通
右
半
間
計
も〻

〻
〻
〻

古
来
ゟ
之
道〻

〻
〻
有
之
通
路
古
来
ゟ
石
蔵
屋
ノ
墓

　
ノ
後
ゟ
右
寺
ニ
て
通
路
之
道
ニ
有
之
候
ニ〻
付〻
、
此
半
間
計
之
通
路
も
定
て
当
寺

　
之
境
内
ニ
可
有
之
哉
と
存
候
へ
共
、
前
顕〻
条
之
通
当
寺
境
内
間
数
不
分
り
ニ
付
、

　
当
寺
ゟ
何
事
も
引
合
不
申
候〻
事〻
、
勿
論
順
正
寺
ゟ
右
通
路
開
道
之
節
何
之
引
合

　
も
無
之
、
右
相
開
候
仁
ハ
順
正
寺
栄
道
之
弟
ニ
て
兄
曽
（
僧
）ハ

裏
粕
屋
郡
莚
内
村
泉

　
林
寺
住
持
大
真
ニ
候
事
、
右
体
栄
道
留
守
中
之
、
相
開
之
儀
不
審
も
の
歟
ニ
存

　
し〻
置
候
事
、
其
後
壱
両
年
を
経
、
当
寺
旦
那
柳
原
ニ
て
儒
官
竹
田
茂曽祖
父兵
衛
ゟ〻
と

　
申
仁
、
同
家
先
祖
之
墓
壱
ツ
当
寺
本
堂
之
横
墓
道
ニ
テ
東
側
之
第
一
番
ニ
有
之
、

　
右
墓
江
石
蔵
屋
同〻
様〻
練
屏
被〻
相〻
並
之〻
ニ
順
正
寺
ゟ
竹
垣
い〻

〻
〻
〻
〻
〻

た
し
仕
出
し
い
た
し

　
候
、
然
処
已
前
ハ
右
半
間
計
も
石
蔵
屋
墓
ゟ
引
退
き
、
順
正
寺
之
竹
垣
有
之
儀

　
と
相
聞
へ
、
右
新
道
出
来
已
後
ハ
弥
右
東
側
■
之
墓
へ
き
は
か
ゝ
り
、
竹
垣
被〻
　
　

　
致〻
候〻
処〻
入
ル
来
有
之
、
然
ニ
当
寺
旦
那
右
茂
兵
衛
も
去
ル
文
政
十
一
子
年
六
月

　
七
日
卒
去
ニ
相
成
、

陸

蘿
亭
居
士
と
号
ス
、
墓
の
背
大
小
さ
し
な
り

　
ニ
掃
除
も
被
致
能
有
之
候
へ
共
、
近
年
ゟ〻
次
第
ニ
て
ハ
何
分
掃
除
も
郡
ゟ
被
渋

　
之
旨
を
以
罷〻

〻
〻
〻
〻

成
旨
ニ
て
、
壱
両
度
引〻

〻
〻
合
も
順
正
寺「（
朱
筆
）
先
住
栄
道
江
」引
合
も
有
之

　
候
へ
共
、
是
も
先
ツ
其
儘
ニ
相
成
来
候〻
事〻
兎
角
之
返
事
も
無
之

「（
頭
書
）
右
練〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻

屏
出
来
已
前
ゟ
新
道
順
正
寺
ゟ
被
相
開
、
已
前
ゟ
儒〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻

官
竹
田
茂
兵
衛
当
寺

　
本
堂
之
横
ニ
て
相
当
り
候
、
石
蔵
幸
助
之
墓
所
東〻
之
尻
ゟ
漸
々
ニ
右
半
間
計
り

　
之
通
残
余
ニ〻
て〻
少
し
前
ニ
引
キ
、
当
寺
本
堂
只〻
今〻
之
横
ニ
相
当
り
候
処
ニ
当
寺

　
旦
那
之
墓
一
筋
古
来
有
之
候
処
、
石
幸
之
墓
所
之
屏
尻
東
角
を
目
当
ニ
候
ハ
■
、

　
漸
々
順
正
寺
ゟ
当
寺
之
竹
垣
を
順〻
正〻
寺〻
ゟ〻
入
レ
込
居
候
、
右
ハ
其
節
ニ
何
之
気

　
も
付
居
り
不
申
候
処
、
全
ク
右
半
間
計
之
通
路
を
塞
キ
候
、
同
寺
之
地
面
ニ
致

　
候
含
ニ
て
致
候
事
」

一
其
後
昨〻
嘉
永
五
年
之〻
春〻
正
月
廿
五
日
、
当
寺
境
目
ニ
植
立
ニ
相
成
候
、
順
正
寺

　
分
之
銀
杏
壱〻
本〻
本
口
廻
り
五
尺
、
長
サ
五
間
之
分
壱
本
墓
所
障
ニ
相
成
候
間
、

　
御
用
木
ニ
も
不
相
成
候
ハ
ヽ
、
御
見
分
之
上
拝
領
被
仰
付
度
旨
、
伐
方
之
儀
寺

　
社（奉
行
脱
）
江
同
寺
ゟ
願
ニ
相
成
、
其
後
願
之
通
伐
方
致
候
様
被
仰
付
候
旨〻

〻
〻
ニ
て
、
則
拝

　
領
ニ
て
同
寺
へ
伐
取
ニ
相
成
候
処
、
同
年
分
間
前
ゟ
木
屋
壱
軒
再
建
有
之
、
此

　
分
も
已〻
前
々
ゟ
ハ
木
屋
尻
り
半
間
計
も
当
寺
之
方
ニ
相
寄
り
、
殊〻

〻
〻
〻
〻
〻

更
両
度
ハ
木

　
屋〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

寺
之
屏
ゟ
外
■
此
方
之
地
面
へ
落
候
只
今
ニ
て
ハ
竹
田
簡
吉
殿
方
之
墓
ニ
き

　
し
り
一
円
墓
背
之
掃
除
も
難
致
事
ニ
相
成
有
之
故
、
右
木
屋
建
方
之
節
簡
吉
ゟ

　
墓
ニ
不
相
障
様
口
上
を
以
順
正
寺
へ
申
入
ニ
相
成
、
承
知
之
返
答
有
之
、
則
当

　
寺
ゟ
も
程
能
竹
田
へ
返
答
致
呉
候
様
当
住
栄
達
ゟ
被
申
置
候
得
共
、
口
上
ニ〻
て〻

　
の
ミ
ニ
て
木
屋
尻
り
只
今
之
通
ニ
墓
後
ニ
差
詰
り
居〻
、
勿
論
木
屋
建
方
之
節
境

　
之
儀
当
寺
之
何
分
引
合
も
無
之
候〻
事〻
、
別
て
勿
論
両
度
ハ
右
石
幸
之
墓
原〻
境
屏

　
■
之
角
ゟ
内
場
ニ
入
り
、
寺
当
寺
寺〻
内〻
之
地
面
江
落
込
不〻〻

〻
〻
〻
〻
〻

都
合
ニ
候
事
、
則
尻

　
之
間
皆〻
諸
中
抔
も
不
承
知
之
旨
申
居
候
得
共
、
聊
之
儀
ニ
付
先
ツ
其
儘
差
置
候
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一
当
寺
土
手
薮
の
東
側〻
尻
江
順〻

〻
〻
〻

正
寺
と
順
正
寺
と
相
境
ひ
候
地
面
ハ
、
嘉
永
弐
、

　
三
年
之
頃
当
寺
旦
那
西
町

住

渡
辺
与
助
ゟ
同
人
墓
所
ニ
相
渡
候
節
、
石
垣
を
与
助

　
ゟ
相
築
候
、
其
節
ハ「（
朱
筆
）

与
助
ゟ
」順
正
寺「（
朱
筆
）

住
僧
」栄
道
江
も
同
人
ゟ
引
合
候
処
、

　
承
知
之
上〻

〻
〻
ニ
て
先〻「（
朱
筆
）

旨
同
上
ニ
て
已
来
」右
石
垣
相
築
候
事

　
　
但
、
当
寺
地
面
之
間
数
不
相
改
、
大
概
目
分
量
ニ
て
右
之
通
境
相
改
置
候
事

　
右
土
手
薮
の
石〻
渡
辺
紙
屋
与
助
之
境
ゟ
見
下
シ
候
へ
ハ
、
順
正
寺
木
屋
余
程
当

　
寺
江
入
込
候
道
理
ニ
候
へ
共
、
根
元
銀
杏
之
木
ハ
順
正
寺
ゟ
先〻
先
年
来
植
立
、

　
右
銀
杏
当
寺
本
堂
之
横
之〻
ニ
有
之
ゟ〻
と
目
印
ニ
取
り
見
候〻
取
候
へ
ハ
、
格
別
順

　
正
寺
ゟ
無
理
ニ
地〻

〻
〻
〻
〻

面
取
り
之
当
寺
へ
入
込
候
訳
ニ
も
不
相
見
、
何
分
券
帳
前
幷

　
ニ
正
因
師
の
筆
記
ニ
て
取
調
子
可
申
事
第
一
ニ
候
、
左
候
時
ハ
当
寺
境
内
坪
数

　
他
方
ゟ
取
方
有
之
哉
否
一
切
相
分
り
候
事

一
瓦
町
進〻
藤〻
竹
垣
之
事
同
寺
之
記
録
ニ
在
之
可
見
合
事
、
天
保
八
年
之
冬
十
一
月

　
之
頃
瓦
町
江
竹
垣〻
壁
古
来
有
之
候
へ
共
近
頃〻
年
相
損
、
尚
又
竹
垣
致
候
節
当
寺

　
講
中
ゟ
同
町
年
寄
肴
屋
源
助
江
申
入
、
同
人
立
合
（
会
）之
上
同
見
分
ニ
て
右
竹
壁
い

　
た
し
候
事

○
但
、
右
竹
垣
ハ
当
時
進
藤
善
蔵
瓦
町
住
、

町
方
附
役
之
ち
ん
竹
壁
を
目
当
ニ
取
り
、
夫
を

　
以
当
寺
境
之
竹
壁
取
計
候
事

○
其
節
瓦
町
小
奉
公
人
ゟ
も
彼
是
申
候
人
も
有
之
候
へ
共
、
源
助
ゟ
此
方
存
知
候

　
ニ〻
付〻
候〻

〻
〻
〻

て
何
事
間
宜
敷
取
計
候
旨
申
候
て
、
何
事
も
不
被
申
立〻
候
様
ニ
申
聞
候

　
間
無
如
在
竹
垣
い
た
し
候
事
、
当
寺
講
中
申
候
は
全
体
当
寺
ニ
も
瓦
町
ニ
も
少

　
々
券
帳
之
外
ニ
空
地
有
之
様
ニ
源
助
相
心〻
得〻
含
、
中
墨
を
取
り
右
竹
垣
之
境
宜

　
敷〻
〻
〻
双
方
瓦
町
と
当
寺
と
双
方
宜
敷
様
ニ
い
た
し
候
儀
と
被
察
候
段
申
居
候
事

一
右
進
藤
善
蔵
の
ち
ん
竹
垣〻
壁
ハ
、
当
寺
之
境
内
ニ
半
間
も
出〻
入
テ
候
由
ニ
候〻
へ〻

　
共〻
、
右
出〻
入
テ
候
根
元
ハ
、
最
初
ハ
先
々
住
十
六
代
正
栄
住
職
之
時
当
り
ゟ
之

　
儀
ニ
候
由
、
尤
其
節
ハ
善
蔵
儀
町
方
之
手
附
ニ
て
勢
ひ
有
之
事
ニ
て
、
当
寺
ゟ

　
何
事
も
寺
社
江
不
願
出
由
ニ
申
伝
候
、
同
人
儀
其
後
ハ
寺
社
方
矢
張
り
右
手
附

　
役
ニ〻
も〻

〻
〻
〻

相
直
り
親
子
共
被
相
勤
候
間
、
先
住
曇
龍
も
先
ツ
其
儘
ニ
被
差
置
候
事

　
右
ニ
付
只
今
ニ
て
ハ
善
蔵
之
ち
ん
竹
壁
但〻
し〻
を
目
当
ニ
し
て
当
寺
之
境
壁
相
立

　
居
候
事

　
尤
、
ち
ん
竹
之
横
ニ
善
蔵
之
練
屏
有
之
、
此
屏
一
杯
ニ
ち
ん
竹
を
当
寺
之
境
ニ

　
植
立
ニ
相
成
候
事

一
順
正
寺
境
木
ニ
銀
杏
数
本
植
立
有
之
候
儀
時
代
不
相
分
候
へ
共
、
宝
暦
九
年
当

　
寺
伯
林
師
を
国
退
歟
被
仰
付
候
節
ニ
、
順
正
寺
ゟ
植
立
候
も
の
と
相
見
へ
、
其

　
節
右
銀
杏
当
寺
境
内
ニ
入〻

〻
〻
〻
〻

レ
込
差
入
植
立
候
半
哉
と
存
候

　
　
但
、
右
銀
杏
之
内
壱
本
小
き
分
ハ
当
寺
之
銀
杏
ニ
候
由
之
申
伝
候
得
は
、
其

　
　
節
立
合
候
上
植
立
候
哉
不
相
分
、
尤
五
、
六
年
已
前
ゟ
一
切
順
正
寺
ゟ
伐
払

　
　
等
致
候
、
同
寺
ゟ
余
程
植
立
置
候
事
ニ
候
哉
、
何
分
土
手
ゟ
相
咏
メ
候
へ
ハ

　
　
当
寺
江
入
込
候
植
立
方
と
相
見
へ
候
事

一
当
寺
台
所
之
東
ニ
木
屋
壱
軒
嘉
永
三
戌
年
八〻

〻
〻
月
頃
九
月
二
日
ゟ
致
再
建
候
、
其

　
節
も
境
目
之
儀
講
中
ゟ
瓦
町
先〻

〻
〻
キ
之
年
寄
肴
屋
源
内
江
申
談
候
処
、
是
迄
之
相

　
建
チ
居
候
通
り
見
計
ひ
ニ
建
方
い
た
し
候
様
申
事
ニ
付
、
先
年
来
相
建
居
候
跡

　
江
致
再
建
候
事

一
嘉
永
五
年
子
春
三
月
■
■
廿
一
日
ゟ
四
、
五
日
之
間
ニ
、
門
前
表
口
西
側
四〻
間〻

　
弐〻
尺〻
之
処
江
当
寺
ゟ
練
屏
壱
ツ
相
築
候
、
其
節
ハ
東〻
西
側
隣
家
ハ
今
井
藤
助
抱

　
風
呂
屋
与
助
之
地
ニ
付
、
祇
園
町
石
屋
善
助
を
以
及
引
合
候
処
、
故〻
〻
〻
〻

障
無
之
今

　
井
氏
故
障
無
之
程
能
承
知
有
之
候
事



二
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但
し
、
右
練
屏
全
ク
当
寺
抱
四
間
弐
尺
之
地
面
之
■
内
ニ
相
立〻
築
置
候
へ
共
、

　
屏
之
厚
ミ
半
分
程
今
井
藤
助
之
地
ニ
入
込
候
得〻
共〻
ニ
付
、
已
後
右
藤
助
抱
分
屋

　
敷
若
し
相〻

〻
〻
広
メ
建
替
候
儀
も
候
ハ
ヽ
、
右
屏
之
鼻〻
厚
ミ
之
内
ニ
て
半
分
計
ハ
則

　
町
側
屏
ノ
鼻
少
し
打
落
し
候
様
之
儀
ハ
、
当
寺
江
承
知
致
置
呉
候
様
談
合
有
之
、

　
於
当
寺
も
十
八
世
龍
城
幷
講
中
共
其
儀
承
知
致
置
候
事

　
右
三
月
廿
一
日
ニ
来
り
候
世
話
之
人
ハ
、
古
小
路
町
絹
屋
伊
助
山
崎

氏

、
西
町
米

　
屋
長
蔵
後
藤

氏

、
紙
屋
宗
平
楢
崎
氏
、
但
紙
屋
五
平

之
甥
也
、
右
平
ノ
養
父
、
右
三
人
ニ
候
事

一
全
体
土
手
薮
下
の
水
道
郡
地
百
性
ゟ
水
浚
へ
い
た
し
候
節
、
此
方
の
山
の
根
を

　
切
落
し
、
泥
土
を
田
地
之
道
江
上
ケ
候〻
て〻
候
間
、
自
然
と
後〻

〻
〻
〻

年
ニ
ハ
土
手
相
減

　
し
、
寺
地
竪〻
之〻
間〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

数
も
少
々
ハ
短
ク
相
成
可
申
候
事「（
朱
筆
）
相〻
狭〻
」減〻「（
朱
筆
）
可〻

〻
〻
申
事
」狭
少

　
ニ
及
可
申
旨
段
々
相
短
候
も
の
も
有
之
、
已
ニ
寺
社
江
順
正
・
東
村
其
外
士
官

　
之
内
ゟ
願
出
置
申
仁
も
有
之
候
事

一
又
横
三
十
間
半
、
入
十
七
間
五
寸
七
部
（
歩
）之
処
ニ
て
、
右
十
七
間
五
寸
七
歩
ゟ
追

　
々
寺
地
出
テ
可
申
候
、
其
節
ハ
只
今
の
土
手
已
前
ハ
山
と
唱
候
、
文
政
六
、
七

　
年
頃
迄
ハ
少
々
山
様
ニ
有
之
処
、
当
寺
ゟ
下
男
い
つ
と
な
く
畠
ニ
い
た
し
、
近

　
年
ニ
て
ハ
弥
土
地
相
分
り
、
追
々
ハ
平
地
同
様
ニ
相
成
可
申
ニ
付
、
間
数
寛
保

　
三
年
正
因
之
記
録
ゟ
入
り
之
処
は
近
年
相
延
ビ
可
申
事

一
当
寺
ハ
東
長
寺
宛
り
之
如
く
、
表
通
り
祇
園
町
江
相
境
ひ
候
大
松
の
下
墓
所
之

　
処
之
屏
も
半
間
計
り
、
当
寺
江
引
取
候
て
屏
相
築
キ
有
之
由
祇
園
町
之
者
申
居

　
候
事
、
左
ニ
候
哉

一
惣
て
地
主
銀
上
納
之
処
ニ〻
て〻
、
壱
坪
ニ
付
何
分
掛
り
之
処
何
百
目
ニ
相
成
候
処

　
を
以
只
今
之
寺
地
惣
高
心
得
置
可
申
事
、
則
文
政
九
戊
（
戌
）年
認
ニ
相
成
候
十〻
〻
〻
七
代

　
曇〻
龍〻
年
中
行
事
と
申
帳
ニ
左
之
高
有
之
、
但
此
分
等〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

ニ
相
調
子
候
訳
を
も
、
十〻

　
二〻
〻
〻
〻
〻
〻

世
正
因
代
ニ
不
相
見
、
古
来
申
伝
候
所
を
以
認
置
候
儀
と
相
聞
候
得
は
、
年

　
行
司
役
所
之
分
追
て
写
取
、
已
後
之
居
り
ニ
可
仕
事

　
右
高
写

　
　
　
　
　
銭〻
高〻

　
一津

中
切
立
分

銭
高
四
百
五
十
目

　
　
　
内

　
　
銀
弐
百
弐
拾
九
匁
六
分
五
厘
　
　
　
　
上
納
前

　
　
　
代
銭
四
百
弐
十
壱
匁
余

　
　
　
　
　
但
、
凡
ソ
百
文
か
へ
ニ
し
て

　
　
別
て
廿
九
匁
程
嘉
永
年
中
ニ
ハ
弐
部

（
分
）代
三
〆
四
百
文
宛
り
成
居
候
事

　
　
　

　
　
　
　
年
行
司
ゟ
当
寺
へ
納
入
来
ル

　
　
　
尤
、
銀
相
場
■
高
下
ニ
て
増
減
在
之

　
一
銀
拾
壱
匁
八
分
八
厘
　
　
　
　
　
　
　
薮
銀
上
納
前

　
　
　
　
　
但
、
銭
壱
〆
弐
百
三
十
六
文

　
　
　
右
ハ
犬
飼
村
庄
屋
ゟ
取
ニ
成
候
節
相
渡
ス

　
一
弘
化
四
年
十
一
月
ニ
ハ
同
村
庄
屋
助
役
清
七
ゟ
、
右
銀
拾
壱
匁
八
分
八
厘
分

　
　
壱
〆
弐
百
三
十
六
文
之〻
外〻
之
外
ニ
、
弐
足
判
賃
と
し
て
弐
拾
四
文
相
増
し
申

　
　
来
、
則
相
渡
置

　
　
其
前
年
午
十
一
月
ニ
ハ
右
廿
四
文
ハ
不
申
来
、
是
も
其
時
々
庄
屋
へ
心
得
と

　
　
相
見
候

　
　
但〻
、
歩〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

足
判
賃
と
申
ハ
尤
之
儀
候
哉
、
当〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

方
ゟ
彼
是
申
事
可
為
無
用
事

一
正
木
金
右
衛
門
ゟ
取
ニ
来
候
銀
十
三
匁
五
分
ハ
、
年
行
司
ゟ
若〻
〻
〻
〻
〻

哉
一
同
ニ
津
中

　
切
立
ニ
て
相
納
メ
候〻
〻
〻
へ
ハ
候
分
内
共
ニ
て
ハ
有
之
間
敷
哉
、
左
候
ハ
ヽ
不
入
用



二
三

　
之
金
ニ
候
、
追〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

て
ハ
取
調
子
可
申
事
、
乍
然
古
来
九
十
坪
正
木
金
右
衛
門
分
当

　
寺
へ
売
渡
ニ
相
成
旨〻
哉
、
長
者
之
書
付
ニ
相
見
、
其
九
十
坪
未
タ
当
寺
へ
券
帳

　
不
相
至
ニ
付
、
喜
右
衛
門
八
金
右
衛
門
之
地
ニ
付
同
家
ゟ
当
寺
へ
取
立
上
納
致

　
来
候
哉
、
然
ニ
右
九
十
坪
ハ
千
七
百
十
一
坪
之
内
ニ
は
、
此
千
七
百
十
一
坪
之

　
八
百
三
十
八
坪
と
百
弐
坪
ニ
て
弐
千
六
百
五
十
一
坪
に
相
成
、
此
分
古
来
上
納

　
致
来
候
儀
ニ
候
旨
正
因
師
之
記
ニ
も
相
見
候
ニ
付
、
右
正
木
氏
ゟ
取
立
候
金
子

　
■
ニ
相
当
申
候
と
相
見
候
、
何
分
之
儀
哉
詮
儀
之
事

一
右
坪
数
之
儀
古
来
種
々
書
立〻
送
り
有
之
、
一
途
ニ
無
之
如
何
心
得
可
申
哉
、
仍〻

　
て〻
今
私
ニ
左
之
五
門
分
別
致
置
候〻
間〻
向〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

後
尚
又
相
考
可
申
事
右
ニ
て
決
着〻
着
可〻

　
仕〻
可
致
事
歟

　
一〻

〻
〻
〻
〻
〻

寺
社
下
札
門

　
二〻

〻
〻
〻
〻
〻

寛
保
割
出
門

　
三〻

　
一
古
兌
校「（
朱
筆
）
異
」門

　
二
古
記
紛
乱
門

　
三
寺
地
広
狭
門

　
四
寺
社
下
札
門

　
五
寛
保
割
地〻
出
シ
門

　
六
上〻
宦
納
銀
決
義
門

　
第
七
ニ「（
朱
筆
）
今
時〻
〻
〻
〻
〻

校
生
ナ
ト
他
正
量
門
ト
ハ
、
当
丑
年
之
地
面
間
数
を
明
ニ
相
印

　
　
　
し
置
候
事
」

　
第
一
ニ
古
説
校
異
門
ト
ハ
、
上
来
聊
顕
之
寺
地
広
狭
間
数
・
坪
数
等
取
調
子
、

　
　
　
壱
枚
之
絵
図
ニ
致
、
左
之
通
此
古
説
皆
紛〻
乱〻
不
分
ニ
て
紛
乱
之
説
ニ
候
間

　
　
　
証
拠
ニ
ハ
難
相
成
候
、
間
ニ
ハ
証
拠
ニ
も
相
成
も
の
有
之
候
へ
共
取
捨
可

　
　
　
致
事

　
第
二
古
記
紛
乱
門
と
申
ハ
、
前
顕
之
旧
記
坪
数
多
分
一〻

〻
〻
〻
〻

余
不
一
同
一
同
な
ら
す
、

　
　
　
畢
竟
寺
之
儀
不
調
子
故
ニ
候
間
、
坪
数
旁
絵
図
迄
も
証
拠
ニ
可
相
成
儀
ニ

　
　
　
無
之
、
仍
て
前
段
之
書
記
■
旨〻

〻
〻
〻

故
心
得
多
分
差
捨
候
程
之
心
得
ニ
住
し
可

　
　
　
申
事

　
第
三
寺
地
広
狭
門
と
は
当
寺
之
坪
数
、
先
ツ
正
因
之
記
録
ニ〻

〻
〻
〻
〻
〻

相
居
可
申
右
ニ
有

　
　
　
之
坪
数
之
内
ニ
て
、
或
ハ
山
崎
江
売
払
絵
図

之
通
、
又
ハ
進
藤
氏
ゟ
半
間
も
入

　
　
　
込
候
模
様
、
又
ハ
順
正
寺
ゟ
差
入
り
候
哉
ニ
相
見
候
儀
、
且
又
山
崎
勘
兵

　
　
　
衛
ゟ
九
十
坪
、
又
は
正
木
金
右
衛
門
ゟ
経
蔵
地
買
入
等
之
儀
、
皆
此
中〻
ニ〻

　
　
　
て〻
広
狭
之〻

〻
〻
〻

次
第
也
門
の
義
も
此
中
証
拠
入〻

〻
〻
候
節
ニ
相
成
候
書
付
も
有
之
、

　
　
　
此〻

〻
〻
〻

方
ゟ
狭
シ
、
見〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

込
ニ
て
証
拠
不
相
成
分
も
有〻
之〻
、
又
ハ
地
狭
り
候
哉〻
儀

　
　
　
ハ
弥
左
ニ
候
哉
、
糺
も
不
致
目
分
量
ニ
て
記
シ
置
候
儀
も
有
之

　
第
三
寺
社
下
札
門
ト
申
ハ
、
十
世
正
賛
之
時
ニ
候
哉
、
寺
社
ゟ
之
証
拠
下
ケ
札

　
　
　
有〻
〻
〻
之
候
と
相
見
、
此
分
前
文
ニ
相
記
し
申
述
候
通
り
天
保
四
巳
年
ニ
写
取

　
　
　
候
、
寺
社
御
役
所
券
帳
ニ
少
も
相
違
無
之
上
ハ
、
正
賛
在
住
中
又
ハ
其
後

　
　
　
歟
ニ
被
下
候
証
拠
ニ
相
違
無〻

〻
〻
之
候
有
之
間
敷
候
条
、
此
証
札
一
通
全
ク
当

　
　
　
寺
畠〻
坪
数
之
居
り
と
相
心
得
可
申
事

　
第
四
右
之
通
下
札
有〻
〻
〻
〻
〻

之
候
得
共
ハ
全
ク
寛
保
三
亥
ゟ
已〻
後〻
之
事
ニ
可
有
之
、
然

　
　
　
ニ
其
已
前
当
寺
地
面
何
程
之
坪
数
ニ
候
哉
古
記
ニ
難
相
見
候
得
共
、
古〻
来〻

　
　
　

其
昔
し
ゟ
千
七
百
十
一
坪
ニ
可
有
之
、
其
故
ハ
当
寺
も
地
面
割
出
ニ
相
成

　
　
　

候
上
は
寺
社
方
江
右
代
銭
と
計
ノ
券〻
〻
〻
〻
〻

帳
有
之
候
共〻
た〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

と
ひ
寺
社
御
券
帳
ニ〻

　
　
　
此〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

坪
数
亥
年
割
出
之
記
録
無
之
共
右〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

亥
年
奉
行
衆
分
見
方
立
合
之
上
割
出
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四

　
　
　
ニ〻
候〻
条
正
因
之
記
録
之
通〻
外
、
坪
惣
高
弐
千
六
百
五
十
壱
坪
之
外
割
出
ニ

　
　
　
土〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

手
薮
之
分
百
弐
坪
と
相
心
得
可
相
成
存
候
へ
共
、
右
弐
千
六
百
五
十
一

　
　
　
坪
之
処
全
ク
其
節
割
出
之
地
面
ニ
候
哉
、
然
ニ
此
分
を
当
寺
坪
数
永
代
之

　
　
　
居
り
と
心
得
置
可
申
事

　
第
五
ニ
上
納
銀〻
決
義
門
と
申
ハ
、
寺
社
券〻
帳〻
御
下
札
壱
枚
前〻
之
分
永〻

〻
〻
〻
〻

代
居
り
ニ

　
　
　
有〻

〻
〻
〻
〻

之
候
へ
共
、
右〻
右
ハ
寛
保
三
亥
年
ゟ
割
出
ニ
付
御
下
ケ
ニ
相
成
哉
ニ
存

　
　
　

候
、
右〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

割
出
之
分
を
も
正
因
同
年
其
人
ゟ
上
納
致
来
候
得
は
其
故
ハ
前
条

　
　
　

ニ
も
申
置
候
通
、
御
下
札
ニ
此
已
後
も
右
薮
銀
計
り
出
居
候
へ
ハ
、
全
同

　
　
　

年
以
下
ニ
相
違
有
之
間
敷
候
、
然
ニ
右
御
下
札
ニ
有
之
惣
坪
高
弐
〆
六
百

　
　
　

五
十
壱
坪
と〻

〻
〻
申
所
之
処
江
、
壱
坪
ニ
付
壱
分
五
厘
掛
り
相
成
候
て
ハ
、
急

　
　
　

度
証
拠
ニ
正
因
師
記
録
之
通
り
銀
弐
百
五
十
六
匁
六
分
五
厘
ニ
相
成
、
此

　
　
　

分
大
概
正
因
師
の
記
録
之
通
銀
弐
百
五
、
六
十
匁
上
納
と
申
分
江
合
ひ
候

　
　
　

ニ
付
、
右
上
納
を〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

以
弥
当
寺
地
面
之
坪
幷
且
ハ
御
免
地
薮
銀
百〻

〻
〻
〻
〻

弐
坪
之
処

　
　
　

を〻
以〻
を
以
弥
当
寺
之
上
納
坪
高
と
相
心
得
、
永
代
坪
数
之
証
拠
ニ
可
相
成

　
　
　

候
、
但
し
此
分
計
り
ニ
て
ハ
御
免
地
幷
薮
銀
上
納
之
分
ハ
別〻

〻
〻
〻
〻
〻

段
ニ
手
入
り

　
　
　

不〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

申
候
へ
共
寺
分
ハ
御
下
札
之
高
ニ
て
証
拠
ニ
銀
高
之
処
別
段
ニ
候
事
、

　
　
　

全
以
何
様
御
下
札
を
以
証
拠
と
可
致
事
相
成
可
申
事
、
上
納
銀
之
処
深
く

　
　
　

心
得
、
右
を
以
一
体
之
居
り
と
存〻

〻
〻
〻
〻

置
可
申
事
決
択
可
致
候
事
、「（
朱
筆
）
但
」下
札

　
　
　

ニ
有
之
候
上
納
高
之
通
年
行
司
ゟ
旧
年
来
上
納
致
来
候
ハ
ヽ
、
此
決
択
少

　
　
　

々
相
動
き
可
申
事

「（
朱
筆
）
○
年
行
司
ゟ
納
メ
候
上
納
高
ハ
、
右
下
札
上
納
高
と
文
政
九
戊
年
ニ
仕
立
候
年

　
　

中
次〻
第〻
行
事
ノ
中
に
有
之
候
上
納
銀
高
と
引
合
候
ニ
付
、
此
儀〻
次
第
ニ
相
成

　
　

候
事
、
則
銀
弐
百
弐
拾
九
匁
六
分
五
厘
之
高
也
、
近
年
年
行
司
ゟ
上
納
高
承

　
　

合
を
右
を
以
決
択
可
仕
事
」

　

○「（
朱
筆
）
若
又
弥
年
行
司
ゟ
右
高
相
納
り
居
候
ハ
ヽ
、
御
下
札
之
処
を
以
相
居
り
可

　
　

申
儀
ニ
候
へ
共
、
最
前
寛
保
三
亥
年
ニ
上
納
銀
相
増
候
儀
ハ
、
於
同
役
所
如

　
　

何
御
才
判
ニ
可
相
成
可〻
申〻
事
ニ
候
哉
、
若
已
後
諍
論
ニ
も
及
候
ハ
ヽ
此
宛
り

　
　

相
含
ミ
置
可
申
事
ニ
候

　

右
五
門
の
中
第〻
初
の
第〻

〻
〻
二
門
第
一
、
第
二
門
は
、
正
不
正
両
義
相
交
り
証
拠
ニ

　

ハ
難
相
成
候
、
全〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

ク
為
念
古
来
之
旧
記
を
■
已〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

後
考
合
之
た
め
認
置
も
の
也
迄

　

な〻
り〻
、
第
三
、
四
、
五
の
三
門
は
い
つ
れ
も
正
義
の
ミ
候〻
事〻
ニ
て
証
拠
ニ
相
立

　

候
事

一
古
来
坪
高
紛
乱
之
考
如
左

　
　
　
　
　
　
　
　
此
処
ニ
図
を
こ
し
ら
へ
可
申
事

一
当
嘉
永
六
癸
丑
年
三
月
ニ
相
改
候
寺
内
坪
数
正
量
左
之
通

　
　
　
　
　
　
　
　
此
分
未
タ
不
相
改
、
追
て
相
改
此
処
ニ
図
面
可
加
入
事
也

一
順
正
寺
・
善
照
寺
、
瓦
町
・
祇
園
町
之
券
帳
左
之
通

　
　
　
　
　
　
　
　
此
分
寺
社
ゟ
写
取
、
此
処
へ
控
置
可
申
事

「（
朱
筆
）
○
」一
善
照
寺
も
順
正
寺
ゟ
、
天
保
十
五〻
、
六〻
二
子
年
之
頃
先
住
栄
道
代
ニ
本〻
堂〻

　
　

之〻
順
正
寺
本
堂
之
前
左
之
通
地
面
取
方
ニ
相
成
候
段
、
善
照
寺
当
住
大
震
噂

　
　

有
之
、
尤
右
善
照
寺
地
面
を
順
正
寺
江
取
方
之
儀
、
那
珂
郡
白
水
村
浄
運
寺

　
　

先
住
大
桄
幼
年
之
時
善
照
寺
伴
僧
い
た
し
居
候
ニ〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

て
能
々
相
覚
居
事
、
其
節

　
　

ゟ
ハ
右
天
保
年
中
ニ
至
り
、
余
程
左
之
地
面
自
然
ニ
順
正
寺
へ
取
方
被
相
成

　
　

候
段
申
居
候
事
と
噂
有
之
候
、
右
取
方
之
路
江
五
、
六
年
前
ゟ
木〻
松
を
植
立

　
　

ニ
相
成
居
事
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二
六

巻数 項目 典拠 年代
第一 １御礼式之事

　年始御礼（独礼之事） 由緒記（14 世正清）、由緒記（17 世曇龍） 安永２年３月、文政 3年
　年始御礼順 万行寺由緒記 天保６年12月
　寸志銀上納への賞誉 達書写 天保10年12月
　坊守始め女子共他行之節絹帯着用御免（一代限り） 達書写 天保10年12月
２寺地坪高之事
　当寺敷地覚 記録（12世正因）

　御免地

万行寺歴代由緒録、由緒記（10世正賛、14
世正清、17世曇龍）、祇園町年寄甚右衛門
手元控、祇園町年寄鰯屋平四郎手元控、寺
社役所券帳

　当山境内地面御改畠割出ニ相成候事 万行寺格録 寛保３年

　〔山崎勘兵衛抱地所買求之事〕 曇龍反古（証拠之事、地主屋敷売券書物之
事）、当寺境内絵図 安永２年

　〔経蔵地面買入之事〕 文政10年
　〔博多須崎町楢崎氏紙屋五平墓所之事〕 天保 6、7年
　〔瓦町境目ニ成東ノ土手薮、黒田播磨家来掛屋敷相立候事〕 当寺境内絵図 天保 6、7年～10年
　〔順正寺境目植立之銀杏と木屋取建之事〕 嘉永５年
　瓦町竹垣之事 天保 8年11月
　〔順正寺境目植立銀杏植立之事〕
　〔台所東へ木屋再建之事〕 嘉永３年
　〔門前表口西側に練塀築立之事〕 嘉永５年
　〔土手減少之事〕
　〔祇園町境之屏之事〕
　〔万行寺寺地把握之事〕 年中行事、記録

第二 大判一件之事
１　大判始 宗旨方弐十三ヶ条之第一条 元禄10年 2月20日
２　古来改所
３　万行相極事 本堂位牌所之張り付 享保18年 3月16日ヵ
４　万行差支余寺相勤事（三業ノトキ） 寺格録 文化２年
５　先年ゟ人別御改事 寺格録 元禄５年以降ヵ
６　改所違例事 御触書 弘化３年

７　改所復古事 奉伺口上覚、博多津中年寄惣代・月行司・
年寄中乍恐奉願口上之覚、御触書 弘化３年９月、弘化４年２月

８　座列変法事 天保７年
９　町人・格式町人座列次第 文政９年、天保６年、嘉永元年
10　町役 寺中・柳町座敷次第
11　一朝軒座列先規
12　奉行饗応始
13　迎古一座饗応始
14　奉行休座変法ノ始 嘉永元年
15　津中家別一銭切始 正徳 6年閏 2月28日

16　同人別弐文切之始め 覚、別帳面々茶代出銅之事、当寺内畠下札
之写、地主畠売渡し証拠之写、〔永代証文〕 安永２年７月、寛政13年

17　年貢上納年行司へ頼入候一件
18　薄へり寄進一件 文政 8年
19　年行司ゟ奉行挨拶始 嘉永 2年 9月29日
20　同役来不来一件
21　掃除代近来両度ニて八十目来一件 宿札受取申事
22　古来・近代料理向一件 文政 9年
23　手附引残り一件
24　法眷入来中絶一件
25　講中相伴一件
26　印判・花押一件
27　毛氈一件
28　奉行着 帰見送一件 嘉永ヵ
29　年行司酒出一件 寺格録 文政10年
30　格式町人出銅一件 嘉永
31　年行司附江酒出ス一件 嘉永元年
32　万行・法眷一同奉行相伴之事 天保 7年
33　万行・法眷付役ゟ上席相伴事 嘉永元年
34　法眷引入後ハ万行も相伴不致事
35　播龍窟江格式町人寄進之事
36　山伏・座頭座席事
37　諸宗列座次第事 天保 7年
38　当寺同日印形、庫裏ニて町並宗旨改帳印形之事
39　奉行家来酒食事
40　奉行門前ニて用所出来之節ハ本堂東余間ニ被参候事
41　血判・奥判当寺ニて一切受持事
42　奉行座敷ニて座方一件
43　年々口上ニて饗応案内手付衆迄申入事
44　そり檐ゟ本堂へ出テ、夫ゟ位はい所江廻り座敷引取之事
45　已前は大判年行司ゟ当寺へ参居候由之事 文政 5年
46　寺内人馬人数目録差出有無之事
47　手附控所両三年ゟ横堂之事
48　黒豆奉行へ出ス事 嘉永元年
49　本堂ニて薄縁壱枚奉行通路之処江敷置之事 嘉永元年
　　帰之節玄関江薄縁壱枚敷事 嘉永元年
　　菓子ノコト
　　給仕人男ヲ止ル事 嘉永元年
　　饗応変法事

「寺要録」の巻別内訳



二
七

巻数 項目 典拠 年代

第三 １　当山馬場町ゟ只今祇園町江移住年月考 石城誌、由緒記（17世曇龍）、千人塚、証
文（三通）

２　万行寺前町之称号当町移住已前ニ有之事
３　只今之座敷井戸等出来候事 過去帳第四 天明 3年７月
４　松葉屋勘右衛門ゟ相吊候墓 過去帳第四 天明 5年８月
５　釣鐘堂建立之事 過去帳第四 寛政元年12月
６　五嶋元海寺旦那地借之事 過去帳第四 寛政 4年３月
７　墓所遣候間数之事 過去帳第四 寛政 4年12月
８　五嶋大蓮寺弟墓之事 過去帳第四 寛政12年 2月 2日
９　門内練塀起立之事 過去帳第四 寛政12年 7月
10　祇園祭礼ニ付役人立宿受持之事 記録（12世正因） 享保19年
11　東光寺村つるき塚一件之事 記録（12世正因） 享保19年 6月６日
12　地主銀五ヶ年賦ニて上納被仰付候事 萬日覚帳（12世正因） 享保19年 6月29日
13　那珂郡塩原村ニて万行寺薮有之事 古小路町山崎氏、飴屋伊助談話
14　当山古来黒印ニ候処、天保五午年二月ゟ永代朱印ニ相替候事
15　外村松源寺弟子四人当寺ニて剃刀之一件 記録（17世曇龍） 天保 4年10月４日
16　〔住吉村原田平九郎寄附の田地取扱之事〕 御寺法御国法御用日記
17　御正忌御座変法之事 口上、書状
18　当寺筑紫松之事
19　当寺之学寮を甘露窟と称候
20　〔櫛田宮下遷宮之節出財之事〕
21　〔春吉正光寺之事〕 鎌倉将軍家譜
22　当寺五代目正海母ハ佐々木氏之由云云 鎌倉将軍家譜、信長記拾遺
23　十七世曇龍先祖源三位頼政と之事 鎌倉家譜
24　御笠郡二日市正行寺之事
25　御笠郡宰府来光寺之事 寺院帳
26　触頭三ヶ寺触頭前後次第 書物之条々 寛文 5年 5月11日
27　〔深香庵之事〕
28　〔博多記載之書籍〕
29　〔房州堀之事〕
30　〔順正寺ハ妙行寺隠居地之事〕 博多（筑前）名所図会
31　〔万行寺墓所之事〕
32　義昭将軍御教書之事 足利義昭御教書、曇龍書送り
33　〔覚永寺之事〕 曇龍書送り
34　〔万行寺前安竹新次之事〕 曇龍書送り
35　〔釜屋半平先祖之事〕 曇龍書送り
36　〔当寺旦那伊崎七次之事〕 曇龍書送り
37　徳永宗也ハ古代何代目之年行司之考之事
38　万行寺地面江櫛田宮初請致度旨御鬮を上ケ候処、をり不申
　　旨釜屋又平申候事

40　〔万行寺由緒〕 正清書送り、石城誌、博多（筑前）名所図
会、由緒記

41　当山雅子 三福神打入候事 由緒記、貝原風土記（筑前国続風土記）、
博多細伝記

42　当寺坊守を奥と申候事 釜屋半平云
43　馬場町称号之謂レ
44　〔先住曇龍控置書付写〕
45　猫ノコト、猫鼡之伝（曇龍之艸） 由緒記
46　明月古墓
47　柳が井ノ事
48　太閤様へ御本山ゟ御進物有之事 妙行寺所蔵文書
49　順正寺宝物三通之写如左 下間頼廉書状、本願寺光佐書状
50　〔万行寺御絵伝之事〕 由緒記、宝物書付覚
51　〔銭高之事〕
52　〔宝暦九年之騒動之事〕

※「寺要録　第一」（萬行寺資料3816）、「寺要録　第ニ」（萬行寺資料3817）、「寺要録　第三」（萬行寺資料3818）の記述をもとに作成。
※項目名は史料に記載されるものを記した。記載されないものは〔　　　〕で記した。典拠・年代については明記される場合のみ記した。
※第二巻は本文前に目次が記されるが、本文の記載順と齟齬する。表では目次の項目を記し、典拠、年代もそれに合わせて記した。
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